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用語の定義 

 本マニュアルで用いる用語を、以下のとおり定義する。 

 

用 語 説 明 

バイオマス 
もともと、生態学で生物（bio）の量（mass）を示す用語である。本マニュアルでは、化

石燃料を除く、動植物に由来する有機物である資源のことをいう。 

廃棄物系バイオマス バイオマスのうち、廃棄物として排出されるバイオマスのことをいう。 

生ごみ等 
廃棄物系バイオマスのうち、家庭等から排出される生ごみ、紙類、木くず等を総称し

て生ごみ等という。 

発酵適合物 

メタン発酵に適した性状、組成を有するごみで、生ごみ、紙類、木くず等から構成さ

れる。生ごみ等に対して機械選別等により選別され、メタン発酵槽に投入される段

階のものを指すものとする。 

発酵不適物 
メタン発酵に適さない及び障害となる性状、組成を有するごみで、布類、プラスチッ

ク類、木材等から構成される。 

バイオガス メタン発酵において発生する、メタン、二酸化炭素を主成分とするガスのことをいう。 

メタンガス化 

（バイオガス化） 

有機物をメタン生成菌等により嫌気性発酵（消化）してバイオガスを得る技術をい

う。 

メタンガス化施設 
生ごみ等をメタン発酵させバイオガスを得るための設備を有する施設の総称。メタ

ンガス化のみを行う施設のほか、焼却炉併設型がある。 

「メタンガス化＋焼却方

式」 

メタン発酵により得られるバイオガス並びに発酵残渣を脱水することにより得られる

脱水汚泥及び脱水ろ液を再利用又は処分するためのごみ焼却施設を併設する方

式。（「コンバインド（システム）方式」、「ハイブリッド（システム）方式」ともいう。） 

焼却炉併設型メタンガ

ス化施設 
メタンガス化施設のうち、メタンガス化＋焼却方式を有する施設 

導入マニュアル 
廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対

策部廃棄物対策課、平成 28年 3月） 

バイオガス発生原単位 

投入したバイオマス量当りのバイオガス発生量をいう。単位は Nm3/ｔである。バイオ

ガスの発生量をメタン濃度 50％に変換して原単位を算定する場合がある。循環型

社会推進交付金の交付対象基準となるバイオガス発生原単位はこのメタン濃度

50%に変換した値を用いる。 

バイオ燃料 
バイオマスの持つエネルギーを利用したアルコール燃料や以下に示すバイオガス

等のその他の燃料のことをいう。 

湿式メタン発酵 

原料（投入ごみ）の固形物濃度を６～10％程度に水分調整した後にメタン発酵処理

を行う方式であり、し尿処理や下水処理で昔から幅広く採用されている。生ごみ等、

分解率の高い原料に適した方式である。 

乾式メタン発酵 

原料（投入ごみ）の固形物濃度を 15～40％程度に水分調整した後にメタン発酵処

理を行う方式であり、生ごみ以外に水分の低い紙や草木等を原料としたメタン発酵

にも適している。 

発酵残渣 

（消化液） 

メタン発酵により残渣として生ずるもの。消化液と同意味であるが、本マニュアルで

は発酵残渣という言葉を用いる。 

脱水固形物、脱水ろ液 メタン発酵における発酵残渣を脱水して固形分と分離された液のことをいう。 
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発電効率 
投入エネルギーに対する得られた発電端での電力エネルギー割合のこと。ごみ発

電施設では、発電量をごみと外部燃料の熱量の和で除した値である。 

ボイラ 

燃料を燃焼させることにより発生した排ガスから熱回収を行い、所定の圧力及び温

度を持つ蒸気を発生する圧力容器のこと。大きく分けて、ボイラ本体とエコノマイザ

で構成される。 

ボイラ効率 

ボイラに供給された熱量に対するボイラで有効に利用された熱量の割合のこと

（JISB0126）。ボイラに加えられたごみや助燃燃料の燃焼熱、燃焼用空気の熱等が

蒸気の熱として変換される割合で、残りは出口排ガスやボイラからの放熱等の損失

となる。 

メタン発生効率 分解有機物量当りのメタン発生量を示す。単位は Nm3/ｔ-VS 

TS 

（固形物量） 

廃棄物系バイオマス中の固形物量をいう。TSと表現するとき、固形物の割合を表す

場合がある。含水率を W（％）とするとき、TS（％） = 100 － W（％）である。 

VS 

（有機物濃度） 
廃棄物系バイオマス中の有機物量のことで、強熱減量とも言われる。 

VS／TS 

（有機物比率） 
固形物中の有機物の割合を示す。 

VS分解率 
有機物のうち、メタンガスに分解する有機物の割合を示し、バイオマスの種類によっ

て異なる値を示す。 

CODCr 

COD（化学的酸素要求量）は、酸化剤により分解した時の酸素消費量として水中の

有機物量の指標である。酸化剤については、日本の公定法では過マンガン酸カリ

ウムを用いるが、メタンガス化の検討では、より有機物の補足率が高い二クロム酸

カリウムを用いることがある。このときの CODを「CODCr」(「COD クロム」)という。 
  

 

 

 

 

 

 

 

【コメントクレジット略称】 

日水コン：株式会社日水コン 

水 ing：水 ing 株式会社 

EX：株式会社エックス都市研究所 

八千代エンジ：八千代エンジニヤリング株式会社 

クボタ：クボタ環境サービス株式会社 

東洋：株式会社東洋設計 

神鋼：株式会社神鋼環境ソリューション 

タクマ：株式会社タクマ 

JFEE：JFE エンジニアリング株式会社 

EJ：株式会社エイト日技開発 

FK：復建調査設計株式会社 

日造：日立造船株式会社 

PCKK：パシフィックコンサルタンツ株式会社 

建技：株式会社建設技術研究所 
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第１章 総則 

１－１ 目的 

 本マニュアルは、生ごみ等の廃棄物系バイオマスを対象とするメタンガス化施設の整備

を図ろうとする市町村等（市町村及び一部事務組合、以下同様）に必要な情報を提供する

ことにより、メタンガス化施設の適切かつ円滑な整備推進を支援することを目的とする。 

 

【解説】 

１ 廃棄物系バイオマスについて 

バイオマスとは「化石燃料以外の動植物由来の有機物である資源」であり、生命と太陽

エネルギーがある限り、再生可能エネルギーとしても製品としても活用可能な持続的に再

生可能な資源である。 

日本においては、2009 年６月にはバイオマス活用推進基本法が制定され、2010 年 12 月

には同法に基づきバイオマス活用の将来像や目標等を示したバイオマス活用推進計画が閣

議決定された。また、2012年には関係７府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、環境省）によりバイオマス事業化戦略が取り纏められ、バイオ

マス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指すバイオマス産業

都市の構築が推進される等、地域特性に応じたバイオマス活用が加速化されたところであ

る。 

廃棄物分野においては、廃棄物に含まれるバイオマス（廃棄物系バイオマス）の有効な

利活用は循環型社会及び低炭素社会形成促進に向けた重要な取り組みであるとの認識のも

と、廃棄物系バイオマスの利活用促進のため、必要となる調査研究を重ねるとともに、循

環型社会形成推進交付金における交付率を嵩上げする等による財政支援がなされている。

また、バイオマスのエネルギー転換に関しては、電力の固定買取価格制度（FIT制度）によ

り売電価格が優遇されるほか、東日本大震災を契機に、地域循環型再生エネルギー源の確

保手法としてもその重要性が認識されている。 

 

２ メタンガス化施設について 

メタンガス化施設は、可燃ごみとして焼却処理されていた生ごみ等の廃棄物系バイオマ

スを分別収集又は機械選別してメタン発酵させバイオガスを回収する施設であり、焼却し

てごみ発電を行うより高効率のエネルギー回収が可能となることから政府の経済成長戦略

においては、廃棄物発電と比肩するごみ処理システムとして確立し、普及させるべきもの

と位置付けられている。メタンガス化施設には、メタン発酵のみを行う方式のほか、ごみ

焼却処理施設を併設する方式（メタンガス化＋焼却方式（ハイブリッド方式又はコンバイ

ンド方式ともいう））もある。 

メタンガス化施設においては、全量焼却施設と比較して、総合的な環境負荷の削減が可

能となるほか、焼却処理量の減量化が可能、ごみ発電が困難となる小規模施設においても
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バイオガス発電による有利な売電が可能、高い交付率による有利な建設財源の確保が可能

といった優位性があるが、一方で、FIT制度や交付金制度は時限付きであること、小規模な

施設ではトン当たり処理コストが増加する傾向となること等に留意することが必要である。 

このため、バイオガス化施設の整備にあたっては、食品ロスの削減等による廃棄物系バ

イオマスの発生抑制対策を講じるとともに、周辺自治体等との連携による集約化施設とし

ての整備を目指すことが望ましい。 

循環型社会形成推進交付金におけるメタンガス化施設の交付対象及び交付率については、

循環型社会形成推進交付金交付要綱及び同取扱要領並びにエネルギー回収型廃棄物処理施

設整備マニュアル（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課、平成 27 年 3

月改訂）を参照のこと。 

 

３ 本マニュアルの性格、位置づけについて 

本マニュアルは、市町村におけるメタンガス化施設の整備計画策定に資するものである

が、関連するマニュアル等との関係は、図１及び表１に示すとおりである。 

計画・立案者は導入マニュアルにより廃棄物系バイオマスの利活用方針を検討、策定す

る。ついで循環交付金要綱及び要領を確認し、事業メニューを設定する。該当する事業メ

ニューの具体的な交付要件や交付率をエネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアルで

確認する。要件を満足する施設計画について本マニュアルにより具体化する。詳細な施設

整備計画は計画・設計要領により設計する。これを取りまとめて発注仕様書を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本マニュアルの位置づけ 

 

手続き規定

技術規定

重点的 網羅的

交付要綱取扱要領

メタンガス化
マニュアル

計画・設計
要領

導入マニュアル

発注仕様書
の手引き

エネ回収整備
マニュアル

性能指針

凡例
導入マニュアル：廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル
交付要領：循環型社会形成推進交付金要綱
取扱要領：循環型社会形成推進交付金取扱要領
性能指針：ごみ処理施設性能指針
エネ回収整備マニュアル：エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル
メタンガス化マニュアル：メタンガス化（生ごみメタン）施設整備マニュアル
計画・設計要領：ごみ処理施設整備の計画・設計要領
発注仕様書の手引き：廃棄物処理施設の発注仕様書作成の手引き
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　計画立案・事業実施の流れ
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表 1 メタンガス化施設に関連する各種マニュアル等の概要 

資料名 作成者 発行年月 資料の目的等 メタンガス化施設に関する記述概要 

循環型社会形成

推進交付金要綱 

環境事務次

官 

平成 27 年

４月 

循環型社会形成推進

交付金（以下「同交付
金」という。）の交付
対象事業及び交付限

度額を規定。 

メタンガス化施設はエネルギー回収型廃棄

物処理施設のうち高効率エネルギー回収に
必要な設備を有することから交付限度額は
施設の新設に要する費用の１/２とされる。 

循環型社会形成

推進交付金取扱
要領 

環境省廃棄

物・リサイク
ル対策部長 

平成 27 年

４月 

市町村等が同交付金

の申請を行う際の手
続き及び交付率に応
じた交付対象施設の

定義を規定。 

メタンガス化施設については、メタンガス化

施設からの熱利用率 350kWh/ごみトン以上の
施設を整備するものであり、メタン発酵残さ
とその他のごみ焼却を行う施設と組み合わ

せた方式を含み、施設の長寿命化のための施
設保全計画を策定し、別に定める「エネルギ
ー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」に

適合するものに限るとされる。 

廃棄物処理施設
整備国庫補助事

業に係るごみ処
理施設性能指針 

厚生省 
水道環境部

長 

平成 10 年
10 月（改

正：平成 14
年 11 月、
平成 20 年

３月） 

交付対象施設の定義
及び必要とされる性

能要件及び性能確認
条件を規定。 

ごみメタン回収施設：メタンガスの回収に適
したごみを微生物により嫌気性分解するこ

とにより、メタンを主成分とするガスを回収
する施設をいう。 
性能に関する事項： 

（１）ごみ処理能力 
計画する質及び量のごみを、計画する性状に
ガス化し回収する能力を有すること。 

（２）ガスの性状 
ガス中のメタン濃度は 50 パーセント以上で
あること。 

（３）安定稼働 
一系列当たり１年間以上にわたり、この間の
計画作業日における安定運転が可能なこと。 

エネルギー回収
型廃棄物処理施

設整備マニュア
ル 

環境省 
廃棄物対策

課 

平成 26 年
３月（平成

27 年３月
改訂） 

上記要綱及び要領を
補足し、交付対象施設

のうち、エネルギー回
収型廃棄物処理施設
の交付率ごとの交付

要件を解説。また交付
対象施設の技術的特
徴を解説。 

メタンガス化施設における交付率１/２の交
付要件： 

■メタンガス化施設からの熱利用率 350kWh/
ごみトン 以上 
■施設の長寿命化のための施設保全計画を

策定すること 
※「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マ
ニュアル」に適合するもの 

※平成 30 年度までの時限措置を予定 
熱利用率(kWh/ごみ ton)： 
（バイオガス利用量(Nm3/日,メタン濃度

50 ％ 換 算 ) × 17,900(kJ/Nm3) × 0.46 ÷
3,600(kJ/kWh)）/ 投入ごみ量(トン/日) 
施設規模の要件： 

メタンガス化施設とごみ焼却施設を併設す
る場合、メタンガス化施設の施設規模は、
20t/日か、ごみ焼却施設の施設規模の 10％以

上のいずれか大きい方の規模を有すること
とする。また、ごみ焼却施設が 500t/日以上
の場合については、メタンガス化施設の施設

規模は 50t/日以上とする。 
メタンガス化技術： 
メタンガス化技術には原料（投入ごみ）の固

形物濃度の調整の違いによる湿式・乾式メタ
ン発酵や発酵温度の違いによる中温・高温メ
タン発酵技術がある（出典不詳）。 

メタンガス化（生
ごみメタン）施設
整備マニュアル 

環境省 
廃棄物対策
課 

平成 20 年
１月 

支援制度の拡充（高効
率原燃料回収施設（メ
タンガス化）に対する

交付率を１/２に嵩上
げし、さらに平成 19
年度からメタンガス

化＋焼却施設方式も
これに加えた）を踏ま

記載内容は、主に次の事項である。 
１．導入検討のためのフロー、留意点（ごみ
質、分別等） 

２．処理フロー、処理方式（湿式、乾式）、
設備構成 
３．運転管理上の留意点 

４．メタンガス化施設稼働状況 
５．生ごみリサイクル都市アンケート調査結
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資料名 作成者 発行年月 資料の目的等 メタンガス化施設に関する記述概要 

え、市町村におけるメ

タンガス化施設導入
検討に資することが
目的。 

果 

６．経済性の検討例 
技術情報の多くは類似マニュアル（計画・設
計要領、バイオガス化マニュアル等）からの

引用。 

ごみ処理施設整

備の計画・設計要
領（2006改訂版） 

全国都市清

掃会議 

平成 18 年

４月 

ごみ処理施設の整備

を担当する自治体職
員等の参考書として、
ごみ処理施設の整備

に必要な計画論、法規
制及び構造等につい
て解説。 

ごみメタン化施設の計画、設計に関して網羅

的な解説、留意事項、事例が掲載されている。
紹介されている技術情報は、編纂に協力した
プラントメーカ等が提供した固有技術が中

心である。編纂時点の関係から、メタンガス
化＋焼却方式に関する技術的記述は見られ
ない。 

１．ごみメタン化施設に関する基本的事項
（施設分類、計画ごみ質等） 
２．ごみメタン化施設の機能に関する事項

（処理能力、処理方式等） 
３．ごみメタン化施設設計要領（構成、配置、
構成機器等） 

廃棄物処理施設
の発注仕様書作
成の手引き（標準

発注仕様書及び
その解説） エネ
ルギー回収推進

施設編 バイオ
ガス化施設（第２
版） 

環境省 
廃棄物対策
課 

平成 25 年
11月 

市町村等が行う廃棄
物処理施設建設工事
の入札・契約の適正化

を図ることを目的と
して、市町村等が発注
仕様書を的確に作成

するための技術支援
資料。 

メタンガス化施設を性能発注方式で発注す
る際の標準仕様書。メタンガス化施設に関す
る仕様例であるため、メタンガス化＋焼却方

式の施設発注のためには、適時、「ごみ焼却
施設編」を織り込むことになる。 
施設を構成する機器及びその種類、機能等に

関する基本的な解説は網羅的に記載される
が具体的な仕様等に関する技術情報の記載
はない。また、総合評価一般競争入札方式等

による発注を行う場合は状況に応じて構成
や記載を変更することになる。 

廃棄物系バイオ
マス利活用導入
マニュアル 

環境省 
廃棄物対策
課 

平成 28 年
３ 月 （ 予
定） 

廃棄物系バイオマス
の利活用方策を幅広
く検討するための手

引書。 

廃棄物系バイオマス利活用のための計画条
件の解説、利活用方策の検討、事業化手法の
解説等が網羅的に記載されている。メタンガ

ス化施設については、メタンガス化＋焼却方
式を「コンバインドシステム（乾式）」と称
し、処理プロセス、物質収支、エネルギー収

支、施設整備の要諦、電熱利用方策、事業化
手法等について技術情報が掲載されている。 
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１－２ メタンガス化施設整備計画策定の検討手順 

メタンガス化施設整備計画の策定にあたっては、次のような検討が必要となる。 

  ① メタンガス化に係る基本的事項の確認 

  ② 計画条件の調査 

  ③ メタンガス化施設の構成設備 

  ④ メタンガス化施設の運転管理上の留意事項 

 

【解説】 

 ここでは、メタンガス化施設の導入を決定した後、具体的な施設整備計画を策定するた

めの検討手順及び検討に際しての留意点について解説した。 

 

１．メタンガス化に係る基本的事項の確認 

メタンガス化施設の仕組み及び一般的な施設諸元並びに処理対象物及び生成物の特徴に

ついて、把握、整理を行うとともに、メタンガス化施設の整備により、効果的にＣＯ２削減

が図られ、地域特性に応じた効率的で効果的な一般廃棄物処理システムが構築されること

を確認する。また、必要に応じてこれらの整理、確認に必要となる事項を調査する。 

 

２．計画条件の調査 

基本的事項の確認や必要な調査を実施した結果に基づき、地域特性に応じたメタンガス

化施設の計画条件を整理、検討する。特に、生ごみ等の分別の可否や収集体制及びバイオ

ガス、発酵残さの処理・利用方法について検討するとともに、敷地条件等についてもモデ

ル案の検討等を行うものとする。 

 

３．メタンガス化施設の構成設備 

 計画条件の調査結果を踏まえ、メタンガス化施設の構成設備について検討を行う。メタ

ンガス化施設の処理フローや構成設備は、プラントメーカの固有技術であるが、基本的な

設備構成については、その特徴や利点等を把握したうえで仕様や設備条件を設定していく

ことが必要である。 

 

４．メタンガス化施設の運転管理上の留意事項 

 メタンガス化施設は、生ごみを取り扱うこと、生成物の利活用を図ること、焼却炉併設

型では焼却施設との連携が必要であること及び処理対象物の性状は地域特性やごみ処理体

制等が強く反映しかつ季節変動もあること等を踏まえ、安定的で経済的な運転管理を行う

上での留意事項について、検討を行うことが必要である。 
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第２章 メタンガス化に係る基本的事項の確認 

２－１ メタン発酵（メタンガス化） 

 メタン発酵（メタンガス化）とは、有機物を種々の嫌気性微生物の働きによって分解し

メタンガスや二酸化炭素を生成するものである。 

 

【解説】 

○  メタン発酵における物質変換の概要を図 2に示す。 

   メタン発酵における分解過程は、 

  ① 低分子有機物に分解する可溶化・加水分解 

  ② 有機酸（プロピオン酸、酪酸等）を生成する酸生成 

  ③ 酢酸と水素を生成する酢酸生成 

  ④ メタンと二酸化炭素を生成するメタン生成 

の 4段階からなる。 

 

図 2メタン発酵における物質変換の概要 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」 

(社)全国都市清掃会議 平成 18年 6月 
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２－２ 処理フロー 

メタンガス化施設の処理フローは、受け入れるごみの性状、用いるメタン発酵装置、生

成物の利活用方法等により、多様であるが、基本的な処理フローを設定するためには、少

なくとも受け入れるごみの性状（分別収集の方法）及び生成物の利活用方法を設定するこ

とが必要である。 

 

【解説】 

１．メタンガス化施設の基本的な機能 

 メタンガス化施設における基本的な機能はつぎのとおりである。 

○  メタンガス化施設では、まず、メタン発酵に適さない異物を除去し、次に、メタン

発酵が可能な厨芥類を主体とする有機性ごみを嫌気発酵させ、発生するバイオガスを

回収してエネルギー利用する。 

○  発酵残渣については、一般的に脱水処理し、脱水残渣は他の燃やすごみと焼却処理

もしくは堆肥化利用される。脱水ろ液は、分離水処理設備によって処理される。脱水

を行わない方式もある。 

○  焼却施設における処理後の生成物としては、熱、焼却灰等の焼却残渣、ばいじん・

酸性ガス・窒素酸化物等を含む排ガス、排水等であるのに対し、メタンガス化処理で

は、前処理で異物として除去された発酵不適物、メタンガスと二酸化炭素を主成分と

するバイオガス、有機系の脱水ろ液・脱水残さが生成されるためそれぞれ適切に処理・

利用する必要がある。 

 

２．メタンガス化施設の基本的な処理フローの検討の手順 

 メタンガス化施設における基本的な処理フローの検討手順を図 3 に示す。また、検討す

る際の考え方はつぎのとおりである。 

○  メタンガス化施設では、処理対象物からの発酵適合物の選別が必要である。発酵適

合物は、生ごみ、紙ごみ、木くず等であるが、これらを家庭等から排出する段階で分

別する方法と、プラスチック類等の発酵不適物と混合して収集し、メタンガス化施設

の前処理設備で破砕・選別を行う方法がある。分別収集を行った場合でも処理対象物

の均一混合のために破砕は必要である。 

○  メタンガス化施設における生成物としては、メタンガスを含むバイオガス及び発酵

残渣がある。これらの利活用方法に応じて処理フローは異なる。バイオガスの持つエ

ネルギーを電気に転換するには、一般的にはガスエンジンを整備することになる。ま

た都市ガス等として利用するためには、精製装置が必要となる。発酵残渣は窒素が豊

富に含まれることから農地還元が有効であるが、需要との関係や発酵残渣の性状によ

っては、焼却処理が必要となる。さらに、発酵残渣を脱水する場合は、脱水固形物及

び脱水ろ液の処理が必要である。 
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図 3 メタンガス化施設処理フローの検討手順 

 

 

３．メタンガス化施設の処理フロー例 

 メタンガス化施設における処理フロー例を図 4に示す。 

○  生ごみを分別収集するケース（長岡市の例）では、生ごみを分別したうえでメタン

発酵を行う。生成物であるバイオガスはガスエンジンにより電気に転換される。発酵

残渣のうち、脱水固形物は、セメント製造工場における熱源として有効利用されてい

る。 

○  生ごみ等を機械選別するケース（南但広域行政事務組合、防府市、京都市（建設中）

及び鹿児島市（計画中））では、生ごみ等は機械選別される。生成物であるバイオガス

の利活用方法にはそれぞれ特徴があり、南但広域行政事務組合では、ガスエンジンに

より電気に転換されている。防府市では、併設されたごみ焼却施設におけるごみ発電

用蒸気の加圧・過熱を行う独立加熱器の熱源等に利用される。鹿児島市では、都市ガ

スとしての利用が計画されている。発酵残渣は、いずれも併設されるごみ焼却施設に

おいて焼却処理される。 
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図 4 メタンガス化施設の処理フロー事例 
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２－３ メタンガス化施設の標準的な設備の構成 

 メタンガス化施設は、標準的にはつぎの設備から構成される。 

１．受入・供給設備 

２．前処理設備 

３．メタン発酵設備 

４．バイオガス貯留設備 

５．バイオガス利用設備 

６．発酵残渣処理設備（必要に応じて） 

７．脱臭設備 

 

【解説】 

１ 受入・供給設備 

受入設備は、計量機、プラットホーム、受入ホッパ、受入ピットにより構成される。処

理対象物の投入方式によって構成が異なる。分別収集された生ごみは、臭気の拡散防止の

観点から、パッカー車等の収集・運搬車から受入ホッパに直投する方式が用いられる例が

多い。また、焼却施設併設型において機械選別を行う場合は、受入ピットに投入され、ク

レーンにより前処理設備に供給され、機械選別された発酵適合物は直接、メタン発酵設備

へ移送され、発酵不適物はいったん、焼却対象物ピットに貯留される例もある。 

 

２ 前処理設備 

前処理設備の機能は、破砕、選別、調質に大別される。 

破砕、選別機能を有する装置としては、多軸式低速回転破砕機や破砕と選別を兼ね備え

た回転ブレード式破砕分別機、湿式破砕分別機等があり、処理対象物によって適切に組み

合わせる。 

破砕、選別された発酵適合物は、調整槽（可溶化槽）に移送される。調整槽は、後段の

メタン発酵槽に可溶化した原料を定量的に投入することと、酸発酵を促進することなどを

目的として設置される。なお、調整槽を設けず直接、メタン発酵槽へ移送する例もある。 

 

３ メタン発酵設備 

前処理設備から供給される発酵適合物を、嫌気性反応によりバイオガスを回収すること

を目的とした設備である。 

メタン発酵槽は、嫌気性条件を維持するため密閉槽であり、熱の放散を少なくするため

断熱構造をしている。また、基質内の発生ガス（バイオガス）を抜き取るためのかくはん

装置やスカムや堆積物を排出するための引き抜き装置を設けている。なお、漂着ごみや災

害廃棄物を受け入れるケースでは、処理対象物に付着した砂等が引き抜き装置の閉塞原因

となることがあり、こうしたケースが想定される場合は、引き抜き装置閉塞防止対策が必
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要となる場合もある。 

 

４ バイオガス貯留設備 

バイオガス貯留設備は主に、脱硫装置等のバイオガス前処理設備、ガスホルダー、余剰

ガス燃焼装置から構成される。 

一般にバイオガスは、数 100～3,000ppmの硫化水素を含んでおり、これは、後段の装置

の腐食や焼却により硫黄酸化物となって大気汚染の原因となるため脱硫装置により除去

する必要がある。 

発生したバイオガスは、一般的には圧力調整や供給量調整のために、一時的にガスホル

ダーに貯留する。貯留時間及び貯留容量は発生するバイオガスの量及び供給先の状況に応

じて設定する。ガスホルダーの種類としては、液体でガスを水封する湿式方式や、二重膜

式のメンブレン方式、メンブレンを鋼板で覆った方式等がある。 

余剰ガス燃焼装置は、点検時や異常時などでバイオガスを利用できないときに燃焼処理

し、地球温暖化係数が二酸化炭素の 25 倍程度と高いメタンガスを含むバイオガスを無処

理で大気放出させないための装置である。 

 

５ バイオガス利用設備 

バイオガスの利用形態によって構成は異なる。発電と熱利用を組み合わせたコジェネレ

ーションシステムが一般的である。また、バイオガスを精製、圧縮して天然ガスに混合さ

せた自動車の燃料化や、都市ガスへの混合利用が可能であるほか、燃料電池の水素源とし

ての利用、容器に圧縮貯留して輸送する等の技術開発が進んでいる。 

 

６ 発酵残渣処理設備（必要に応じて） 

発酵残渣処理設備は、発酵残渣の性状や発酵残渣の取り扱い方法に応じて設置する。ご

み焼却施設併設型では、発酵残渣の含水率に応じて発酵残渣処理を行うことなく直接焼却

する場合もある。この場合、脱水を行う場合に比べ焼却施設への投入量が増えることから、

焼却施設規模が大きくなることに留意が必要である。 

発酵残渣処理設備は、脱水処理設備と脱水ろ液処理設備によって構成される。脱水ろ液

には高濃度のアンモニア態窒素が含まれることから、脱水ろ液を焼却炉内で焼却処理する

場合や、ガス冷却水として利用する場合は、脱窒処理が必要である。 

 

７ 脱臭設備 

メタンガス化施設における臭気の発生場所は、主に受入・供給設備や脱水設備である。

脱臭設備としては、微生物脱臭、水・薬液洗浄脱臭を採用することが多いが、一部には活

性炭脱臭を設置するケースもある。また、焼却炉併設型では、炉内での高温焼却処理を行

うことが可能であるが、その場合は休炉時の対応が必要である。 
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２－４ 処理対象物の検討 

 ごみのメタンガス化を行うには、ごみをメタン発酵に適するものと適さないものに分別、

選別するなどの前処理に関する検討が必要である。 

 

【解説】 

 メタン発酵を効率的に行うためには、処理対象物を適切に抽出するための前処理に関す

る検討が必要である。前処理方法としては、家庭等から排出される段階で分別を行う方法

と、メタンガス化施設において機械選別を行う方法がある。いずれを選択するかについて

は、以下の事項について検討を行うことが望ましい。 

①生ごみ等の分別排出に関して市民等の理解と協力が得られるか 

②分別排出した際に必要となる収集運搬体制が構築できるか 

③収集運搬を含む総合的な処理体制のもとで環境負荷やコストにおいていずれが効果的か 

④処理対象物の分別内容が機械選別に適合しているか 

⑤発酵残渣の取り扱い方法と適合するか 

 

 ①については、都市規模や従来の分別区分との関連も含めて検討することが必要であり、

可能であればモデル地区等での試行調査を実施することが望ましい。一般的に分別区分を

増やすとごみ排出量全体量が減量する傾向にあることが知られているが、生ごみの分別収

集を行っている長岡市の例では、分別導入前後で燃えやすごみの総量が 2 割程度減量した

とされる。一方、生ごみの分別は分別物の保管性等の問題から市民の協力が得にくい事例

もある。京都市では生ごみ分別について試行調査を実施したが、この結果、市民の協力率

は 22％であったとされる。 

 ②については、生ごみ等の分別に伴い、収集車両や生ごみ排出容器が必要となることか

ら、これらの整備が可能であるかの検討を行う必要がある。生ごみ等を分別してもなお、

直接燃やすことが必要となる可燃ごみが生じることから、収集は重複的になる可能性もあ

る。一方で、事業系の生ごみ等を対象とする等により、効率的に生ごみ分別が可能となる

場合も考えられることから、家庭系のみでなく、事業系一般廃棄物についても排出時分別

の可能性を検討することが望ましい。 

 ③については、収集運搬を含む新たなごみ処理体制のもとで二酸化炭素排出量やその他

の環境負荷がどの程度変化するかについての検討及び総合的なコスト比較を行うものであ

る。この検討に際しては、メタンガス化施設を含むシステム全体での比較が必要であるこ

とから、計算条件やパラメータ設定等において情報が限定的となる可能性もあることから、

プラントメーカへのヒアリングを行う等による情報の補完が必要となる場合もある。また、

既存の分別種類によっては、生ごみ等の入らない可燃ごみが高カロリーになる点にも留意

が必要であり、エネルギー源としてより有効に利用できる場合と、焼却温度が高温になり

すぎ、ごみ焼却炉等の熱劣化を早めてしまう場合もある。 
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 ④については、機械選別装置と分別内容の関連に関する検討の視点である。廃プラスチ

ック類等を可燃ごみとして区分している場合では、使い捨てライター等の危険ごみが混入

し、破砕設備で爆発等の事故を起こす例がある。また、不燃物や長尺物が混入すると前処

理工程でのトラブルの原因となり、また破砕機の摩耗等の原因ともなる。機械選別の導入

を考える際には分別内容についての検討が必要である。 

 ⑤については、メタン発酵により生じる発酵残渣の性状とその有効利用方策との適合性

に関する検討の視点である。生ごみ等を機械選別する場合は、発酵残渣にプラスチック類

等が混入することから、脱水固形物は農地還元には不向きである可能性がある。 
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２－５ メタン発酵処理方式の分類と特徴 

 メタン発酵処理方式の分類は、メタン発酵槽へ投入する固形分濃度の違いにより、湿式

方式と乾式方式、発酵温度の違いにより中温方式と高温方式に分類される。それぞれの方

式は、主に処理対象物の性状や発酵残渣の取り扱いに応じて選択を検討する。 

 

【解説】 

 メタン発酵処理方式には、メタン発酵槽へ投入する処理対象物の固形分濃度により湿式

方式と乾式方式がある。また、発酵温度の違いによって中温方式と高温方式がある。それ

ぞれは主に処理対象物の性状及び発酵残渣の取り扱い（脱水ろ液の放流先の有無等）に応

じて選択するが、もともとごみ分別が徹底している等の状況によってはいずれの方式でも

対応可能であることから、その際は、発酵残渣の取り扱いを含む制約条件やごみ処理体制

への適合性をもとに検討することが必要である。 

１ 固形分濃度による分類 

(1) 湿式方式 

固形分濃度を 10％前後に調整した後、メタン発酵槽へ投入する。生ごみ等を対象と

した場合は希釈水が必要となる場合がある。発酵槽は酸生成とメタン生成を 1槽で行

う場合が多いが、可溶化や酸発酵の促進のため、前段に可溶化槽を設ける例もある。 

(2) 乾式方式 

メタン発酵槽へ投入する物の固形分濃度が 15～50％程度のものを対象としている。

このため、一般的に湿式方式に比べ、発酵残渣のうち脱水ろ液の量が少ない。また発

酵残渣の含水率が小さく、脱水処理を行わなくても焼却処理できる例もある。 

 

表 2 湿式方式と乾式方式の事例 

 湿式方式 乾式方式 

処理対象物固形物濃度 10％前後 15～40％ 

発酵温度 中温、高温 高温 

国内実績※の例 

※平成 28年 3月時点、詳細

は導入マニュアルを参照 

・北空知衛生センター 

（北海道深川市） 

・リサイクリーン 

  （北海道滝川市） 

・クリーンプラザくるくる 

   （北海道砂川市） 

・ジャパンリサイクル㈱ 

（千葉県千葉市） 

・富山グリーンフードリサイクル㈱ 

  （富山県富山市） 

・日田市バイオマス資源化センター 

  （大分県日田市） 

・生ごみバイオガス発電センター 

（長岡市） 

・カンポリサイクルプラザ 

（京都府南丹市園部町） 

・穂高広域施設組合（実証施設） 

  （長野県安曇野市） 

・南但クリーンセンター 

（南但広域行政管理組合） 

・防府市クリーンセンター 

（防府市） 

・京都市（建設中） 

・鹿児島市（計画中） 
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２ 発酵温度による分類 

(1) 中温発酵 

35℃付近で活性するメタン生成菌により発酵を行う方法である。一般に中温発酵は、

後述する高温発酵に比べ、負荷変動やアンモニア阻害に強い。しかし、その一方で有

機物の分解速度が遅いので、メタン発酵槽の容量は大きくなる。 

(2) 高温発酵 

55℃付近で活性するメタン生成菌により発酵を行う方法である。中温発酵に比べ、

有機物の分解速度が速いため、槽の容量を小さくできるが、負荷変動やアンモニア阻

害に弱い。 

 

表 3 発酵温度による特徴の比較（参考） 

 中温発酵 高温発酵 

発酵温度 約 35℃ 約 55℃ 

有機物負荷 小さい 大きい 

発酵期間 20～25日程度 10～15日程度 

必要とするエネルギー 少ない 多い 

アンモニア濃度の上限 ～3,000ppm ～2,500ppm 

 

３ 発酵温度と有機物負荷・バイオガス量の関係例 

発酵温度と有機物負荷・バイオガス量の関係例を図 5示す。 

          

図 5 発酵温度と有機物負荷・バイオガス量の関係例 

出典：「バイオガス化マニュアル」 (社)日本有機資源協会 （平成 18年 8月） 
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２－６ 稼動時間 

 各工程の稼働時間は一般的には次のとおりである。 

① 処理対象物の受入   ５～６時間/日 

② 発酵適合物の供給   ８～２４時間/日 

③ メタン発酵処理      ２４時間/日 

④ 発酵残渣の取り出し ８～２４時間/日 

⑤ 脱臭        ２４時間/日 

 

【解説】 

 処理対象物の受入工程においては、収集時間帯や収集エリア等により受入時間が異なる

のでその状況に合せて稼働時間を設定する必要がある。 

 発酵適合物の供給は、施設規模・貯留容量及び運転管理人員体制により検討を行うこと

が必要である。また、メタンガス化施設単独の場合は、8時間のバッチ供給が可能であるが、

全連続運転式の焼却施設を併設する場合は、焼却施設の稼働時間に合わせて 24時間の供給

となることもある。 

発酵残さの取り出しについては、構成機器の仕様により稼働時間が決定される。 
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２－７ バイオガス 

 バイオガスの主成分は、メタンガスと二酸化炭素であり、他に硫化水素等が微量含まれ

る。 

 組成は分解する有機物によって異なるが、概ねメタンガスの含有比率は 50～75％である。 

 また、発生量は分解する有機物によって異なる。 

 バイオガスを利用する方法として、発電とその廃熱利用（コジェネレーション）、熱回収、

濃縮精製による燃料化、及びガス供給がある。 

 

【解説】 

１ バイオガスの性状 

食品残渣のバイオガス性状の例を表 4に示す。 

 

表 4 食品残渣のバイオガス性状の例 

 CH4(%) CO2(%) 

ホテル厨芥 57 43 

生ごみ 56 44 

 

バイオガスの発生量は、処理されるごみの成分組成に左右され、たんぱく質、脂質が多

い場合は、メタン濃度が高くなる。 

 

２ バイオガスの発生量 

バイオガス発生量は、処理対象物の性状（化学組成や種類）によって大きく異なる。実

際の成分分析値を用いて精度を高めると同時に、他市町村の実用施設での実績値も考慮し、

発生量の推測を行うことが重要である。また、対象とする処理対象物を用いて類似施設に

おいてバイオガス発生量の検証を行うケースもある。 

有機性廃棄物 1トンあたりのバイオガス発生量例を図 6に、生ごみからのバイオガス発

生量（参考値）を表 5に示す。 

なお、循環交付金の要件として、発酵適合物１トンあたりバイオガス発生量は、150m3N

（メタンガス 50％として）とされている。 
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図 6 有機性廃棄物１トンあたりのバイオガス発生量例 

出典：「バイオガス化マニュアル」 (社)日本有機資源協会(平成 18年 8月) 

 

表 5 生ごみからのバイオガス発生量（参考値） 

項 目 生ごみ 

メタン発生量 0.35～0.55Nm3/kg-分解 VS 

0.35Nm3/kg-分解 CODCr 

有機物分解率 

VSとして 

CODCrとして 

 

75～80% 

70～75% 

メタン濃度 50～65% 

        出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」 

           (社)全国都市清掃会議 （平成 18年 6月） 

 

 

３ バイオガスの含有成分 

生成したばかりのバイオガスは硫化水素をはじめとする種々の不純物を含んでいるた

め、利用設備に応じて不純物を除去する必要がある。バイオガス中の制限対象物質の含有

濃度例を表 6に示す。利用設備ごとの制限濃度例は後述の表 12に示す。 
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表 6 バイオガス中の制限対象物質の含有濃度例 

制限対象物質 含有濃度 備考 

硫化水素 500～2,000 ppm 発酵槽内脱硫を行う場合は 

100～500ppm程度 

アンモニア 50～200 ppm  

水分 （備考参照） ガス温度による飽和水分 

シロキサン類 20～50 ppm 下水処理場の場合 

メチルメルカプタン 10～30 ppm  

ジメチルサルファイド  10 ppm以下  

出典：「バイオガス化マニュアル」 (社)日本有機資源協会 

 (平成 18年 8月)を一部改変 

 

４ バイオガスの利用方法 

(1) バイオガスの利用において、国内ではガスエンジンやマイクロガスタービンによる

発電とその排熱回収によるコジェネレーションにより電力と熱を回収し、所内の電力

と発酵槽等の加温のために熱を利用しているケースが多い。また、一部では余剰電力

を売電しているところもある。なお、メタン発酵を利用した発電については、再生可

能エネルギーの固定価格買取制度（FIT制度）の適用により高額（39円/kWh）での売

電が可能である。 

(2) メタンガスのエネルギーをごみ発電に用いる蒸気の昇温、高圧化に利用する例もあ

る。 

(2) 燃料電池によるコジェネレーションが導入されている例もある。 

(3) 小規模な施設では、ガスボイラーによる熱回収を行い、メタン発酵槽の加温に利用

している。 

(4) バイオガス中のメタンを濃縮精製することにより、天然ガス自動車の燃料として利

用している例もある。なお、天然ガス自動車に充填する際、圧縮設備が必要であり、

それらには高圧ガス保安法が適用される。 

(5) バイオガスを前処理後、燃料としてガス会社等に供給する例もある。 

 

５ メタンガス化における再生利用率算入の考え方 

メタンガス化施設を整備して生ごみ等を処理する場合の再生利用率については、発生し

たメタンガスの重量換算分が再生利用量に該当する。 

例えば、発酵適合物１トンを処理し、バイオガス（メタンガス 50％含有とする）が 150Nm3

発生すると、バイオガスに含まれるメタンのモル数は 3348（150Nm3/2/0.0224）、メタン分

子１モルの重量は 16ｇであるから、メタン重量は、0.0536t（3348*16g）となり、再生利

用率は、5.36％となる。 
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２－８ 発酵残渣 

 メタン発酵処理により発酵残渣が発生する。発酵残渣は、高濃度の窒素等を含むこと

から、脱水、二次発酵等を行い、農地還元利用を行うことが望ましい。需要との関係か

らこれが困難となる場合は、必要に応じて脱水処理し、脱水固形物は焼却処理もしくは

堆肥化され、脱水ろ液は放流先の水質基準に適合した処理もしくはごみ焼却施設での冷

却水等に利用する。 

 

【解説】 

１ 発酵残渣の発生量 

発酵適合物１tの処理に対し、発酵残渣は湿式方式では 1～2t（含水率：80％）、乾式方

式では 0.8～1.5t（含水率 70-80％）発生する。発酵適合物に対して希釈水を加える場合

は、発酵残渣量は増える。希釈水量は発酵適合物の性状に応じて調整が必要である。発酵

残渣の発生量は、処理対処物の性状や含水率、また処理方式により大きく異なることを留

意しなければならない。 

 

２ 処理方法 

通常、水処理の負荷を下げるため前処理として脱水処理が行われる。脱水ろ液の性状例

を表 7に示す。脱水残さは、堆肥化して農地還元するか、出来ない場合は燃やすごみとし

て焼却処理される。特に堆肥化する場合には、域内での需要があるか、また受入先が確保

できるか確認が必要である。 

脱水ろ液は分離水処理設備で処理されるが、分離水処理設備では脱水ろ液の他に受入設

備の洗浄水や脱臭設備の排水等も処理の対象となることを留意しながら分離水処理設備

の処理規模や処理能力の検討を行う必要がある。 

放流先の水質基準値を確認するとともに、周辺環境への影響も十分検討し、場合によっ

ては更に上乗せ基準を設ける検討も行う必要がある。 

 

表 7 メタン発酵残さの脱水ろ液の性状(実証試験による実績) 

BOD(mg/L) COD(mg/L) T-N(mg/L) T-P(mg/L) 

1,800～4,000 900～2,000 1,700～2,500 40～70 

出典：「汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領」 

(社)全国都市清掃会議 平成 19年 3月 
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２－９ 環境対策 

 施設から発生する排ガス（内燃機関における発電設備や熱供給用の熱機関を設置する場

合）、悪臭、排水、振動、騒音等は、関連法規及び条例等に適合するものでなければならな

い。 

 

【解説】 

１ 排ガス 

メタンガスを用いて発電を行うガスエンジンを設置する場合、ガスエンジンの燃料の燃

焼能力が重油換算で 35リットル/h以上のものについては、排ガス中の窒素酸化物及びば

いじんに関して、大気汚染防止法に定める濃度規制値（窒素酸化物：600ppm、ばいじん

0.05g/m3N(特別排出基準は 0.04g/m3N)）以下でなければならない。 

 

２ 悪臭 

施設より発生する悪臭は、敷地境界及び排出口において、悪臭防止法及び関連条例で定

める規制基準値以下でなければならない。 

 

３ 排水 

河川等の公共用水域へ放流する場合は水質汚濁防止法及び関連条例で定める排水基準

値以下、下水道へ放流する場合は下水道法及び関連条例で定める排水基準値以下でなけれ

ばならない。 

 

４ 振動、騒音 

施設から発生する振動及び騒音は、敷地境界において、それぞれ振動規制法、騒音規制

法及び関連条例で定める規制基準値以下でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

２－１０ 安全対策 

 メタン発酵では可燃性のバイオガスが発生し、またその中には硫化水素等も含まれてい

ることからバイオガスの取り扱いには十分注意する必要がある。 

 

【解説】 

１ 爆発・火災事故と酸欠事故の発生防止対策 

最も留意すべき安全対策として、爆発・火災事故と酸欠事故の発生防止対策が挙げられ

る。 

(1) 爆発火災防止対策として、漏洩ガスの検知器の設置、および貯留設備、燃焼設備に

逆火防止装置および圧力調整装置の設置を検討する必要がある。 

(2) 酸欠防止対策としては、ガスの滞留を避けるとともに定期的にガス濃度測定を行う

ことが重要である。 

※ バイオガスの主成分であるメタンガスは、二酸化炭素以上に温暖化に影響を与える気

体である。余剰なバイオガスは大気放散させずに余剰ガス燃焼装置等で燃焼させて適

切に処理する必要がある。 

 

２ 硫化水素対策 

硫化水素は人体への影響が大きいことから、バイオガスの漏洩や脱硫装置の管理に注意

が必要である。 

また、施設の運転・点検等においても十分な注意が必要である。 

 

表 8 硫化水素の人体への影響 

H2S(ppm) 人体作用 

＞700 

400～700 

170～300 

70～150 

20～30 

20 

10 

3～5 

0.3 

0.025 

数分の暴露で失神、けいれん、呼吸停止、致死 

30分程度の暴露で生命の危険 

1時間程度が耐えられる限界 

長時間暴露で目、鼻、のどに灼熱感、疼痛が認められる。 

臭気は強いが耐えられる。臭気に対する慣れの現象がある。 

長時間の労働に耐える。 

許容濃度 

臭気強く、不快感 

すべての人が臭気を感知できる。 

敏感な人が臭気を感知できる。 

出典：「廃棄物処理施設技術管理者講習 基礎・管理課程[有機性廃棄物資源化施設]」 

(財)日本環境衛生センター 平成 17年 9月より一部改変 
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２－１１ 関連法規 

 国内において、メタンガス化施設を導入するにあたり、設備の構成、容量、用途等によ

って各種の法的規制が適用される。 

 

【解説】 

○  主な関連法規は、以下のとおりである。なお、導入マニュアルも参照すること。 

 

 法 律 名 特 記 事 項 等 

 

 

 

 

環  

境 

面 

廃棄物処理法  一定規模以上の処理施設の設置に許可が必要。 

大気汚染防止法  ガスエンジンにて燃料を 35L/h（重油換算）以上利用する場

合、またはボイラーで伝熱面積が 10m2以上の場合は、ばい煙

排出基準の遵守が必要となる。 

水質汚濁防止法  自治体によっては上乗せ基準が設定されている。 

騒音規制法  空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が 7.5kW 以上の

ものに限る）は、本法の特定施設に該当し、知事が指定する

地域では規制の対象となる。 

振動規制法  圧縮機（原動機の定格出力が 7.5kW以上のものに限る）は、

本法の特定施設に該当し、知事が指定する地域では規制の対

象となる。 

悪臭防止法  本法においては、特定施設制度をとっていないが、知事が

指定する地域では規制を受ける。 

下水道法  処理水を公共下水道へ排出する場合に適用する。 

 

 

安

全

面 

消防法  重油タンク等は危険物貯蔵所として本法により規制され

る。 

労働安全衛生法  ボイラー利用設備に対し、ボイラー技師が必要となるが、

伝熱面積が 6m2（蒸気ボイラー）、28m2（温水ボイラー）未満

の場合は不要となる。 

肥料取締法  堆肥について届出や品質表示が必要となる。 

建築基準法  建築物を建築しようとする場合、建築主事の確認が必要で

ある。 
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 法 律 名 特 記 事 項 

 

 

 

 

事

業

面 

電気事業法  特別高圧（7,000V以上）で受電する場合。 

 高圧受電で受電電力の容量が 50kW以上の場合。 

 自家用発電設備を設置する場合及び非常用予備発電装置を

設置する場合。 

ガス事業法  ガスの製造能力又は供給能力のいずれか大きいものが

300m3/日以上である場合、メンブレンガスホルダーはガス事

業法技術基準への適合・維持義務が課せられる。 

高圧ガス保安法  高圧ガスの製造、貯蔵等を行う場合。 

熱供給事業法  複数の建物（自家消費は除く）へ熱を供給し、加熱能力の

合計が 21GJ/h以上の熱供給者が対象。 

 

※  その他、条例アセスや都市計画法や環境アセスメント条例が適用される場合がある

ので留意する。また、関連する法律として、食品循環資源の再生利用等の促進に関する

法律（食品リサイクル法）がある。 
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第３章 計画条件の調査 

３－１ 現状把握調査 

基本事項の確認・検討項目は次のとおりである。 

１ 市町村の現状・特性 

２ 他市町村の生ごみ等に関する取り組み状況の確認 

３ 既存メタンガス化施設の情報収集 

 

【解説】 

１ メタンガス化施設導入に当たっては、市町村の現状・特性を把握するため、次のこと

を確認、把握する。 

① 現人口数、および将来の増減予想 

② 資源化物の利用状況 

③ 関連施設（下水処理場、焼却施設等）の規模や場所 

④ 広域的な連携状況 

 

２ 他市町村の生ごみ等に関する取り組み状況の例として、 

① 生ごみ等の分別収集 

② 生ごみ処理機の導入 

③ 生ごみ等の堆肥化 

等が挙げられる。 

また、現在広域処理している場合は、メタンガス化施設導入に関し市町村間の意見交換

等により考え方を整理しておくことも必要である。 

 

３ 既存メタンガス化施設の情報収集について 

(1) 確認事項例 

① 生ごみ等の分別収集実施の有無、実施後の状況 

② 処理対象物の量・質、種類（生ごみ・紙類、剪定枝）、異物混入の割合 

③ バイオガスの利用方法 

④ 関連施設（下水処理場、焼却施設、し尿処理施設等）との関わり 

⑤ 計画段階との差異による課題事項とその原因と対策 

(2) 国内外の施設の状況については参考資料１．２を参照のこと。 

(3) 課題と対策については第５章参照のこと。 
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３－２ 処理対象物（生ごみ等）の種類、発生量の把握   

 対象となりうる廃棄物の種類、発生量等を調査し、システム検討に必要なデータを 

把握する。 

 

【解説】 

 メタン発酵施設に投入できる対象物として、生ごみの他に有機性汚泥や紙類等があり、

条件によっては、剪定枝等の木くずも処理可能である。これらは地域によって現在の処理

状況、発生量も様々であるとともに将来の地域産業や人口の増減の変化によっても変動す

る。将来の見通しを十分検討しながら、処理規模を設定する必要がある。 

 生ごみ等の性状や発生量は季節変動や社会経済等により変動が予想されるが、長い期間

を見れば、ある程度の数値を把握することが出来る。 

地域特産物のある地域は、その収穫時期に生ごみ等の量、質ともに変動しやすいので留

意しておく必要がある。 

事業系一般廃棄物を取扱う場合、ごみの性状は安定的なことが多いが、継続的な搬入が

可能か、時期による処理量の変動はどの程度かについても確認しておく必要がある。 
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３－３ 計画ごみ質の設定 

 施設設計の基礎となる計画ごみ質は、次に示す項目について設定することが望ましい。 

① TS（全蒸発残渣）： 液体を蒸発乾固した時に残留する固形物のこと。 

② VS（強熱減量）： 蒸発残留物を 600度で強熱したときに揮散する物質量を指し、

有機物質含有量の指標になる。 

③ T-N（全窒素）： 窒素化合物の窒素の総量をいう。 

④ BOD（生物化学的酸素要求量）： 微生物が水中の有機物を分解するのに消費する

酸素要求量のこと。CODとともに排水中の有機物含有量の指標の１つとして用

いられる。 

⑤ CODCr（ニクロム酸カリウムによる化学的酸素要求量）： 還元性有機物を分解す

るのに必要な酸化剤（ニクロム酸カリウム）の量を当量酸素量で表したもの。 

⑥ 含水率： 処理対象物中の水分含有率。 

⑦ 異物混入率： メタン発酵に適さない物質の混入率。 

 

【解説】 

１ 指標の意義 

 (1) 有機物濃度 

   VSや CODCrといった有機物濃度は、バイオガスの予測量を算出するために必要であ

る。 

 (2) 窒素濃度 

   たんぱく質に含まれる窒素は、アミノ酸の分解に伴い、アンモニアを生成する。

アンモニアはメタン発酵において不可欠な成分であるが、濃度が許容値を超えると

メタン発酵の阻害を起こす。 

また、BOD、COD とともに排水基準にもなっていることから分離水処理設備の設計に

おいても必要となる 

 (3) 含水率 

   生ごみ等を処理対象物とする場合は、希釈水が必要となる場合もあることから、

季節による変動等について把握していることが望ましい。 

 (4) 混入異物の把握 

   異物の混入は、機器の故障や発酵阻害につながり、安定稼働に大きな支障をきた

す場合がある。 

 

２ 発酵に適するもの 

メタン発酵するものは、炭水化物、たんぱく質、脂質の易分解性有機物であり、難分解

性有機物（リグニン等）は発酵に長時間を要する。 
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３ 発酵不適物：発酵に適さないもの 

例）プラスチック、皮革、石・陶磁器、ゴム、ガラス、金属、甲羅、卵の殻、貝殻等 

※ 大きな石や金属類は、前処理設備を故障させる恐れがあるため、生ごみ等との

混入は避ける必要がある。 

※ 発酵不適物は、その形状や大きさ、混入率等によって精度は異なるが、機械に

よる選別除去が可能である。選定する設備の特徴を踏まえ、排出元での分別や機

械選別等について十分に検討することが必要である。 

 

４ 発酵阻害物質：メタン菌の活性を弱める、もしくは死滅させるもの 

例）薬品、溶剤等 

 

５ 生ごみの性状例を表 9に示す。 

表 9(1) 生ごみの性状例 

        区分

項目 

調査事例１ 

ごみの種類：事業系 

調査事例２(n=5) 

ごみの種類：事業系 

平均 最小 最大 平均 最小 最大 

含水率(%) (%) 78.7 67.4 86.3 77 68 85 

pH  4.6 3.8 5.3 － － － 

BOD (mg/kg) 83,000 43,000 150,000 34,000 24,000 49,000 

CODCr (mg/kg) 147,000 39,000 300,000 210,000 130,000 250,000 

蒸発残留物 (mg/kg) － － － 230,000 150,000 320,000 

強熱減量 (mg/kg) － － － 210,000 130,000 280,000 

全窒素 (mg/kg) 4,900 2,000 8,500 5,800 3,000 9,700 

全リン (mg/kg) 500 210 1,000 1,900 900 2,900 

n-ヘキサン 

抽出物質 

(mg/kg) － － － － － － 

VS/TS (%) 82.4 43 97 88 86 91 
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表 9(2) 生ごみの性状例 

         区分 

項目 

調査事例３(n=37) 

ごみの種類：事業系 

測定：05年 4月～06年 3月 

調査事例４(n=8) 

ごみの種類：混合系 

測定：03年 5月～12月 

平均 最小 最大 平均 最小 最大 

含水率(%) (%) 75.9 64.5 81.2 77.7 73.4 81.0 

pH  － － － 4.7 4.5 4.9 

BOD (mg/kg) － － － 203,000 180,000 230,000 

CODCr (mg/kg) 249,000 165,000 369,000 270,000 190,000 410,000 

蒸発残留物 (mg/kg) 241,000 188,000 355,000 223,000 190,000 226,000 

強熱減量 (mg/kg) 218,000 164,000 329,000 192,000 159,000 228,000 

全窒素 (mg/kg) 6,660 4,460 10,300 8,000 6,220 10,600 

全リン (mg/kg) 743 450 1,480 1,170 1,040 1,380 

n-ヘキサン 

抽出物質 

(mg/kg) － － － － － － 

VS/TS (%) 87.6 84.8 90.5 83.3 81.6 85.9 

 

表 9(3) 生ごみの性状例 

        区分 

項目 

調査事例５(n=8) 

ごみの種類：家庭系 

測定：01年 7月～03年 1月 

調査事例６(n=9) 

ごみの種類：家庭系 

測定：01年 12月 

平均 最小 最大 平均 最小 最大 

含水率(%) (%) 80.0 74.8 87.1 77.1 71.7 83.3 

pH  － － － 4.4 3.6 5.0 

BOD (mg/kg) － － － 96,000 62,000 134,000 

CODCr (mg/kg) 183,000 120,000 281,000 269,000 168,000 433,000 

蒸発残留物 (mg/kg) 200,000 129,000 252,000 229,000 167,000 283,000 

強熱減量 (mg/kg) 164,000 114,000 232,000 189,000 134,000 272,000 

全窒素 (mg/kg) 6,180 4,160 10,200 7,300 2,800 20,000 

全リン (mg/kg) 1,260 460 2,800 830 3,700 1,900 

n-ヘキサン 

抽出物質 

(mg/kg) － － － 15,300 4,700 33,000 

VS/TS (%) 82,9 66.5 94.1  － － 
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表 9(4) 生ごみの性状例 

        区分 

項目 

調査事例７(n=5) 

ごみの種類：事業系 

測定：99年 7月～00年 6月 

調査事例８(n=6) 

ごみの種類：家庭系 

測定：03年 9月～10月 

平均 最小 最大 平均 最小 最大 

含水率(%) (%) 72.3 61.7 77.0 81.9 80.0 83.2 

pH  5.0 4.3 5.4 4.3 4.2 4.5 

BOD (mg/kg) － － － － － － 

CODCr (mg/kg) 310,000 225,000 381,000 179,000 174,000 184,800 

蒸発残留物 (mg/kg) 277,000 230,000 383,000 182,000 168,000 200,000 

強熱減量 (mg/kg) － － － － － － 

全窒素 (mg/kg) 9,022 5,230 13,400 － － － 

全リン (mg/kg) － － － － － － 

n-ヘキサン 

抽出物質 

(mg/kg) － － － － － － 

VS/TS (%) 93.1 92.1 93.7 － － － 

表 9(5) 生ごみの性状例 

        区分 

項目 

調査事例９(n=4) 

ごみの種類：事業系 

測定：04年 1月～7月 

調査 

事例１０※ 

平均 最小 最大 

含水率(%) (%) 81.1 79.4 82.9 － 

pH  － － － － 

BOD (mg/kg) － － － － 

CODCr (mg/kg) 311,030 311,500 583,637 504,000 

蒸発残留物 (mg/kg) 117,800 160,400 190,800 407,000 

強熱減量 (mg/kg) 169,730 151,600 183,000 327,000 

全窒素 (mg/kg) 19,000 5,600 37,400 5,200 

全リン (mg/kg) 1,469 89 2,850 － 

n-ヘキサン 

抽出物質 

(mg/kg) － － － － 

VS/TS (%) 95.4 94.5 95.9 － 

※ 燃やすごみの機械選別後の性状：生ごみ（60.4%）、紙類（24.4%）、その他異物（15.2%） 

出典：「汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」       

(社)全国都市清掃会議 平成 19年 3月等からの取り纏め 
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３－４ 処理対象物の回収体制 

１ 分別収集と機械選別  

  異物混入防止のため処理対象物を分別収集することが望ましいが、これが困難となる

場合は、処理対象物から発酵適合物を機械選別する方法の採用を検討する。 

２ 施設導入に伴う分別収集体制の影響 

  施設導入により収集形態を見直す必要のある市町村では、施設設置場所の立地条件、

経済性を考慮し、適切な収集運搬方法を検討する必要がある。 

  分別収集では燃やすごみ量が減る一方で収集運搬コストの増加が考えられる。地域特

性を踏まえて分別方法を十分に検討し住民理解と協力の向上を図る必要がある。 

 

【解説】 

１ 分別収集と機械選別 

(1)  前処理設備等の施設規模を適正かつ最小化するためには、生ごみに含まれる発酵不

適物（骨、貝殻、卵の殻類は生ごみと一緒にしている場合が多い）を減少させること

が効果的である。 

(2) 機械選別の場合は、既存の分別収集で対応できる可能性がある一方で、生ごみ以外

もある程度混入することが想定される。  

(3)  紙ごみを合わせて処理することによりバイオガス量が増加することが報告されてい

るが、処理システムによって紙ごみ類受入の可否および受入可能量の限度があること

に留意する。 

(4) 生ごみ等の分別収集方式と機械選別方式については、収集体制の現状や経済性等を

踏まえ、採用する処理方式と併せて十分に検討する必要がある。 

 

２ 施設設置に伴う分別収集体制の影響 

(1) 分別収集を新たに行う場合、運搬費の増加（収集の回数増加に伴う人件費等）が考

えられる。経済性の検討時にその影響を考慮しておく必要がある。 

(2) 搬入車両（パッカー車、バキューム車、トラック）を確認し、受入ピット等の大き

さ・形状を検討しておく必要がある。   

(3) 広域処理している場合は、関連市町村との調整が必要であり、受入量がなるべく平

均化するよう、市町村毎に生ごみ等の収集日をずらす等の工夫が必要である。 

 

３ 分別収集導入後の効果と課題 

  生ごみ分別収集を実施している自治体では次のような状況である。（参考資料 3の抜粋） 

(1) 効果 

① 住民の分別意識の向上 

② ごみ排出量の減少（燃やすごみ、生ごみともに） 
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③ 焼却施設、破砕施設等の中間処理施設への負荷が減少 

④ リサイクル率の向上 

⑤ 最終処分量の減少 

(2) 課題 

① 収集運搬費の増加 

② ごみステーション等の排出場所保全（臭気等） 

③ 分別生ごみの精度が低い（異物の混入が多い） 

④ 計画処理量相当の生ごみを確保できない 

 

４ メタンガス化施設設置自治体の分別収集体制（参考資料３の抜粋） 

メタンガス化施設を設置している自治体（アンケート回答のあった 11自治体）におけ

る状況は、次のとおりである。 

(1) 生ごみの収集回数 

2回/週が最も多く、その他としては 4回/月、1回/週である。 

(2) ごみ排出量の変化 

ほとんどの自治体で減少しているが、減少率は 10～50%とばらつきがある。 

(3) 生ごみ排出量の変化 

ほとんどの自治体で減少している。 

(4) 収集運搬経費の変化 

生ごみの分別収集実施による収集運搬経費の変化について、10%未満の増加（4自治

体）、10～20%程度の減少（3自治体）、増減はない（2自治体）といった状況である。 

(5) ごみ有料化 

ほとんどの自治体でごみ有料化を実施している。ある自治体ではごみ有料化を実施

しているが、生ごみ分については無料としているところもある。 
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３－５ メタンガス化施設設置に伴う中間処理システム及び一般廃棄物処理に与える影響

事項 

メタンガス化施設を設置することで中間処理システム及び一般廃棄物処理において次の

ような事項について影響がある。各市町村の地域性によりその影響度合いは異なるが、こ

れらを踏まえ、施設設置を判断する必要がある。 

・焼却処理の負荷 

・ごみの総排出量 

・最終処分量 

・熱回収量 

・収集コスト、施設建設コスト 

・敷地面積 

 

【解説】 

１ 焼却処理の負荷 

生ごみは可燃物として焼却処理されている場合が多いため、ごみ量減少に伴う焼却処理

量の低減および発熱量の増加による熱回収率の向上が考えられる。焼却施設併設型におい

ては、焼却対象物の発熱量が 200kcal/kg程度上昇したとの試算例もある。 

 

２ ごみ総排出量及び最終処分量 

メタンガス化施設設置に伴い、生ごみの分別収集やごみ有料化を実施している自治体で

はごみの総排出量が減少したところが多い。この結果、最終処分量の低減が見込まれる。 

 

３ 熱回収量 

熱回収は、メタンガスの利用方法により効果は異なるが、ガスエンジンを用いて発電を

行う場合、発酵適合物１トンからバイオガス 150m3Nを得、電気に転換すると 350kWh程度と

なる。 

 

４ 収集コスト、建設コスト 

タンガス化施設導入に伴い分別収集する場合、分別作業や収集の細分化により収集コス

トが増加する場合がある。 

建設コストについては、事例が少なく、かつ処理フローにより施設規模が異なることか

ら、一般的なトン当たり建設単価は求めにくく、処理フロー等を明示したうえで、プラン

トメーカへのヒアリングを行い、これらをもとに検討することが望ましい。なお、全量焼

却施設と比較すると全体額で１割程度以上のコストアップになるとの例がある。 
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５ 敷地面積 

敷地面積については、隣接する施設や安全性を考慮し、各設備や構内道路の配置を検討

する必要がある。参考資料１の事例では、1トン当たりの建築面積（管理棟、バイオガス貯

留設備は含まず）は、50～120m2となっている。 
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３－６ 交付金の交付対象となるメタンガス化施設について 

 循環型社会形成推進交付金取扱要領において以下のとおりとされている。 

 

エネルギー回収推進施設において、メタンガス化施設を整備する場合は、メタンガス化

施設からの熱利用率３５０ｋＷｈ／ごみトン以上の施設を整備するものが対象とされ、焼

却施設併設の場合は、メタンガス化施設規模は 20 トン/日か、ごみ焼却施設の施設規模の

10％以上のいずれか大きい方の規模を有することされる。 

 

 

【解説】 

 メタンガス化施設の建設に係る循環型社会形成推進交付金に関しては、循環型社会形成

推進交付金取扱要領及び同要綱並びにエネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 

（平成 27年 3月改訂）によること。 
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３－７ 施設整備モデル計画例（参考） 

 計画人口 30万人、10万人、5万人の規模の市町村に対し、高効率原燃料回収施設の概念

的設計を行ったものを以下に示す。 

 

【解説】 

○  「一般廃棄物に係る新基準策定調査報告書」（社）全国都市清掃会議 平成 17年 3月

より抜粋および一部追記したものである。  

 

１ 本モデル設計における生ごみ排出量、及びごみ質を表 10に示す。 

 

表 10 本モデル設計における生ごみ排出量、およびごみ質 

項目 計画値 

生ごみ排出量 260g/人・日 

含水率 80％ 

CODCr 270,000mg/kg 

 

２ 計画人口ごとの施設規模は、表 11のとおりとする。 

 

表 11  施設規模の設定 

都市規模 
平均処理量 

(t/日) 

計画 

月変動係数 

施設規模 

(t/日) 

設定施設規模 

(t/日) 

30万人規模 78 1.15 89.7 90 

10万人規模 26 1.15 29.9 30 

5万人規模 13 1.15 14.95 15 

※ 計画月変動係数は、隣接する関連施設の規模の設定や各地域の処理対象物の 

排出量の実績等を十分に考慮すること。 
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３ 本モデル設計における処理フローを図 7、また物質収支を表 12 に示す。実際の処理フ

ローおよび物質収支は、ごみの性状や処理方式によって大きく異なることを留意すること。 

                   再利用水 

 

 
図 7 処理フロー 

 

表 12 モデル計画における物質収支 

計画人口 30万人 10万人 5万人 

施設規模 t/日 90 30 15 

①※1(投入生ごみ) t/日（含水率） 90(80%) 30(80%) 15(80%) 

② （選別生ごみ） t/日（含水率） 90(80%) 30(80%) 15(80%) 

③※4 (異物） t/日（含水率） 0 0 0 

④ （希釈水） t/日（含水率） 90(100%) 30(100%) 15(100%) 

⑤ （発酵残さ） t/日（含水率） 166.3(97.4%) 55.4(97.4%) 27.7(97.4%) 

⑥ （脱水ろ液） t/日（含水率） 151.9(99.9%) 50.6(99.9%) 25.3(99.9%) 

⑦ （脱水汚泥） t/日（含水率） 14.4(71%) 4.8(71%) 2.4(71%) 

⑧ （バイオガス） Nm3/日 11,300 3,770 1,880 

補正後メタン 

回収ガス発生量※2 

Nm3/日 
13,560 4,524 2,256 

メタン回収ガス 

発生率 

Nm3/ごみｔ 
125.5 125.5 125.5 

補正後メタン 

回収ガス発生率※2 

Nm3/ごみｔ 
150.6 150.6 150.6 

発電量※3 kWh/日 16,856 5,624 2,804 

※1 ①～⑧は図 6中のことを指す。 

※2  メタン濃度を 50%に換算した場合の数値（補正前はメタン濃度 60%で設定している）。 

※3  メタンの熱量：35,800kJ/Nm3にて設定。 

※4  分別収集により異物の混入がない場合。 

① 

⑦脱水汚泥 
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第４章 メタンガス化施設の構成設備 

各設備の特徴を把握するとともに、処理対象物の特性を踏まえ、最適な設備構成にしな

ければならない。 

ここでは、受入供給設備、前処理設備、メタン発酵設備、バイオガス前処理設備、バイ

オガス貯留設備、バイオガス利用設備、発酵残さ処理設備、脱臭設備について概説する。 

 

４－１ 受入供給設備 

 受入供給設備は、計量機、プラットホーム、受入ホッパ等により構成される。 

 

【解説】 

○  生ごみは可燃ごみに比べ、水分量が多く有機性であることから、腐敗が早く悪臭も

強い。そのため、受入部分は密閉構造・負圧構造にして悪臭成分を拡散しない等、対策

を十分に講じる必要がある。 

○  運搬車両の収集物排出部分は、運搬中などに生ごみからしみ出た水分が溜まってい

ることが多いので、生ごみ排出後は、水洗浄等が必要である。そのため、プラットホ

ームの水はけ等を考慮する必要がある。 

○  受入量が多くなるとそれに伴い、収集運搬車の台数が多くなるため搬入車両を同時

に複数受入れられるよう、プラットホームのスペース等を考慮する必要がある。 

○  受入ピット、ホッパ等は、腐食も考慮し、十分な耐用年数が得られる材質を選定す

る必要がある。 
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４－２ 前処理設備 

 機能としては、破砕、選別、調質に大別される。機器としては、システムにより異な

るが、主に破袋機、破砕分別機、調整槽（可溶化槽）で構成される。 

 

【解説】 

１ 破砕、選別 

破砕はシステムにより異なるが、①ごみ袋から生ごみ等を取り出す（破袋機能）、②移

送を容易にする、③微生物の分解速度を上げることを目的に行われる。 

搬入される生ごみ中に発酵不適物等の異物の混入が多いと、破砕機に多大な設備投資が

必要になるとともに、故障の回数、交換部品の交換回数が増える可能性が高い。このため

破砕機は耐久性に優れた構造及び材質であることが必要であるとともに、収集方式や処理

方式に適合した形式・規模の破砕機を選定することが重要である。 

選別は、発酵不適物等の異物の除去を目的として行われる。 

破砕、選別ともにその設備能力を高めるほど、整備コストと消費エネルギーは増大する

ので受入れる生ごみの性状と各機器の実績等を考慮し、最適な機器選定を行う必要がある。 

 

２ 調質 

調質は、破砕、選別によって異物が除去された粉砕生ごみの均質化とメタン発酵に適し

た水分や温度への調整、さらに場合によっては酸発酵させることを目的としている。また、

メタン発酵槽に定量投入するための調整機能も含んでいる。 

調整槽内部は酸性状態になることもあることから、材質は耐腐食性を有する必要がある。

また、調整機能の観点から容量においても十分検討しておく必要がある。 

 

３ 構成機器 

代表的な機器を図 8～15にあげる。（出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改

訂版」(社)全国都市清掃会議（平成 18年 6月）等） 

(1) 高速回転破砕機 

衝撃、せん断作用によって生ごみを破砕するもので、破袋や異物の多い生ごみの破

砕に用いられる。 

(2) 多軸式低速回転破砕機 

せん断作用により破砕するもので、咬み込みが発生した場合でも自動的に停止し、

正転、逆転を繰り返し、破砕を継続することができるものが多い。 

(3) 回転式選別機 

通称トロンメルと呼ばれ、円筒スクリーンの回転力によりほぐし効果を与えながら

選別する。スクリーンの大きさは排出部側になるほど大きくなっており、粒径の大き

さによって選別される。 
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(4) 回転ブレード式破砕選別機 

回転ブレードとスクリーンにより構成され、破砕刃とブレードの回転力により微粉

砕される。ビニール等の軽量物は風力により選別される。 

 

図 8 回転式選別機           図 9 回転ブレード式破砕選別機 

 

(5) 選択破砕選別機 

円筒スクリーンと掻板が速度を異なって回転し、そのせん断と圧縮によって破砕選

別される。ビニール等のせん断を受けにくいものはそのまま出口より排出される。 

(6) 圧縮選別機 

高圧(約 20MPa)で処理対象物を圧縮し、ペースト状にして排出する。ビニール等の

ペースト化されないものは異物として分離される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図 10 選択破砕選別機           図 11 圧縮選別機 

(7) 湿式粉砕選別機 

通称パルパーと呼ばれ、水を加えて高速撹拌し、有機性廃棄物を粉砕、スラリー化

させることで選別する。 
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(8) 湿式混合調質機 

水を加えて混合撹拌するとともに加温し、可溶化を促進させるものである。選別装

置で除去されずに混入した異物は槽底のナイフゲート弁を用いて外部に取り出され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 湿式粉砕選別機           図 13 湿式混合調質機 

 

(9) 定量切り出し混合機 

固形状原料を連続投入するために設置され、中間貯槽とミキサーにより構成される。

中間貯槽は移動床を有し、ミキサーへの定量切り出しを行う。原料はミキサー内でリ

ボンスクリューにより混合、均質化され、排出される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 定量切り出し混合機 
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(10) ハンマーブレード式破砕選別機 

破砕選別機の主要部はハンマーブレード、スクリーンによって構成され、投入され

たごみは回転するハンマーブレードにより破砕され、スクリーン径以下のものが選別

ごみとして回収される。スクリーン径以上のもの、比重の軽いプラスチックや紙の一

部は、選別残さとして除去される。ハンマーブレードは固定刃ではなく、スイングハ

ンマー方式であるため、強固で破砕が困難なものに対し回避でき、異物に強い構造で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 ハンマーブレード式破砕選別機 

 

 

ﾊﾝﾏｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ ごみ 

選別ごみ 

選別残さ 

前段ｽｸﾘｰﾝ 
後段ｽｸﾘｰﾝ 

開口 

ﾊﾝﾏｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 
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４－３ メタン発酵設備 

 メタン発酵設備は、有機物からバイオガスを安全かつ効率よく回収することを目的と

した設備である。構造は、鉄筋コンクリートまたは鋼板製等の気密構造である。メタン

発酵槽は、発酵温度、槽内構造、撹拌方法等において様々な選択肢があることから、運

転の安定性、経済性、信頼性等を考慮し、処理対象物に適した方式を選定する必要があ

る。 

 

【解説】 

○  構造例を図 16～24に示す。（出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂（社)

全国都市清掃会議 （平成 18年 6月）等） 

 

１ 構造例１ 

投入有機物はセンターチューブから主発酵部を通り、ミキシングシャフトを通過後槽外

へ排出される。撹拌はバイオガスを用いて内部液を流下して行う無動力撹拌方式である。 

 

２ 構造例２ 

投入有機物は、プレチャンバー部で効果的な反応を行うとともに不適物を沈殿除去させ

る機能を持つ。撹拌はガス撹拌やポンプ撹拌を必要に応じて行う。 

 

 

図 16 構造例１        図 17 構造例２ 

 

 

 

 



 44 

 

 

３ 構造例３ 

内部は複数の多孔板で仕切られており、撹拌

は混合ポンプの押し出しによる上向流と多孔

板による乱流によって行っている。 

 

 

 

 

 

                 図 18 構造例３ 

４ 構造例４ 

バイオガスをドラフトチューブに吹込むことによるガス撹拌方式である。必要に応じて

ポンプ撹拌も行い効果を高めることが出来る。 

 

５ 構造例５ 

発酵槽と膜分離槽の２槽で構成している。この２槽間で汚泥が循環しており、分離膜に

よって透過液を引抜くことで汚泥を濃縮することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 構造例４               図 20 構造例５ 

 

 

 



 45 

６ 構造例６ 

固定床式メタン発酵の構造で、担体に微生物を固定して処理を行う。循環ポンプで槽内

の液を循環し、担体には径の大きな筒状担体などが用いられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 構造例６ 

 

７ 構造例７ 

スクリュ－攪拌機により発酵槽底部まで撹拌水流が達し、槽全体の撹拌が安定して行え

る。撹拌動力はガス撹拌方式より低く、水槽底部の撹拌効果は、堆積砂でも流動化できる

流速を確保し、底部から堆積物を排出できる構造としている。さらに、スクリュ－の逆転

運転が可能な構造で、逆転時はスクリュ－羽根がドラフトチュ－ブ内の液をスプレ－ディ

スクまで揚液し、さらに、スプレ－ディスクにより槽壁まで内液を飛散することによりス

カムを破砕しながら排出できる構造としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 構造例７ 
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８ 構造例８ 

横型乾式メタン発酵の構造で、槽内はプラグフロー（押出し流れ）方式である。発酵槽

内部には、低速回転するガス抜き用の撹拌パドルが装備されており、強制的にガス抜きが

出来るようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 構造例８ 

 

 

９ 構造例９ 

縦型乾式メタン発酵の場合で、槽内は上部から下部へのプラグフロー（押出し流れ）方

式である。発酵槽内には撹拌装置がなく、生ごみ等の投入を行う投入装置で生ごみ等と発

酵残さの混合と蒸気による加温を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 構造例９ 
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４－４ バイオガス前処理設備 

 バイオガスは硫化水素をはじめとする種々の不純物を含有しているため、利用設備に

応じた前処理によって不純物を除去する必要がある。ここでは、制限対象物質、脱硫装

置、水分除去装置について述べる。 

 

【解説】 

１ 制限対象物質 

    表 13 バイオガス利用設備ごとの制限対象物質の制限濃度例（参考値） 

制限対象物質 

ガス利用設備 

硫化水素 

ppm 

アンモニア 

ppm 

窒素 

vol%以下 

水分 

vol%以下 

ボイラ 10 以下 0.2g/m3 以下 制限なし 15 以下 

ガスエンジン 10 以下    50 以下 制限なし 極力なし 

マイクロ 
ガスタービン 

20 以下 制限なし 制限なし 極力なし 

燃料電池 2 以下 1 以下 0.1 以下 不飽和 

天然ガス自動車 1～10 以下 1～10 以下 制限なし 露点－58℃ 

出典：「バイオガス化マニュアル」 (社)日本有機資源協会  

（平成 18年 8月）および、メーカーヒアリングによる 

 

２ 脱硫装置 

生成したバイオガス中には、数 100～3,000ppm程度の硫化水素を含有しているが、食品

廃棄物が多い場合にはもっと高くなる可能性がある。硫化水素は、燃焼により硫黄酸化物

になることや腐食性があることから除去する必要がある。 

次に脱硫方式について述べる。 

(1) 乾式脱硫 

酸化鉄系の脱硫剤により硫化水素を除去する。湿式方式に比べ水処理の必要がなく、

取扱が簡便なことから広く普及している。除去率は 90％以上である。脱硫剤は硫化鉄

となり吸着力が低下していくため、定期的な交換が必要となる。そのため、通常は 2

基設置する場合が多い。 

(2) 湿式脱硫 

アルカリ水による洗浄塔により除去する方式である。水酸化ナトリウム溶液の濃度

調整や水処理が必要であるが、除去率は高い。 

(3) 生物脱硫 

硫黄酸化細菌の働きにより除去する方法で、発酵槽内に少量の空気を注入する方式

と反応塔を設置し、担体を充填させて除去する方式がある。除去後の硫化水素濃度が、

数百 ppm程度にとどまることもあることから、乾式脱硫を後段に設置する場合もある。 
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(4) その他 

メタン発酵槽内に鉄化合物を供給して硫化水素を硫化鉄にし、除去する方法もある。 

 

３ 水分除去装置 

脱硫設備や後段のバイオガス利用設備の安定運転のため、水分を極力除去する必要があ

る。方法としては、デミスタ等による慣性衝突式やシリカゲル等の吸着式等がある。これ

以外の方法もあるが、後段の設備が求めるレベルまで水分を除去できる方式を採用する必

要がある。 
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４－５ バイオガス貯留設備 

 バイオガス利用設備の使用方法に応じてバイオガス貯留設備の仕様を検討するととも

に気象条件等の地域特性や安全面にも考慮する必要がある。 

 

【解説】 

１ バイオガスを貯留するガスホルダーには、次の方式がある。 

(1) 湿式 

水槽もしくはメタン発酵槽上部に鋼板製のフローティングタンクを設けて、液また

は水でガスを水封して貯留する。 

(2) 二重膜（ダブルメンブレン）式 

メンブレンの間に空気を供給することで内側に貯留されるバイオガスの圧力を調整

するとともに、内側のメンブレンを保護している。 

(3) 鋼製被覆型メンブレン式 

鋼製タンクの内部に樹脂製のバルーンが収納されている構造で、バルーン内部にバ

イオガス、タンクとバルーンの間に空気を供給する。 

(4) 吸着貯蔵式（実証、実用化段階） 

ミクロポーラスな吸着剤を充填し、高効率にバイオガスを貯蔵する方法である。 

 
図 25  ガスホルダー 

出典：「メタン発酵利活用施設技術指針（案）」 

（社）地域資源循環技術センター 平成 17年 8月より一部改変 

 

 

 

湿式 

二重膜（ダブルメンブレン）式 鋼製被覆型メンブレン式 
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２ 留意点 

バイオガスを常時利用する場合、バイオガス貯留設備の容量は 2～4 時間分程度とする

ことが多いが、設置場所の広さやコストを勘案し決定することが必要となる。 

設置場所については、バイオガスの引火性を考慮し、火気や高圧電気使用設備に隣接さ

せないものにする。また、衝突の可能性があるため搬入車両の動線や延長線上への設置は

極力はずす等の配慮が必要になる。 

風の強い地域では、強風による倒木や飛来物による破損がないようバイオガス貯留設備

の材質等の配慮が必要である。 

バイオガス貯留設備は常圧貯留式であるが、大容量の貯留が必要になると圧縮、吸着等

の処理によって容積を減少させる方式も検討する必要がある 

メンブレン式のバイオガス貯留設備に関しては、経済産業省より「メンブレンガスホル

ダーに係るガイドライン」が出ているのでそれに準ずる必要がある。 

 

３ 余剰ガス燃焼装置 

メタンは二酸化炭素に比べ温暖化係数は 21 倍大きい。このため、非常時やメンテナン

ス等によりバイオガス設備にガスを供給できない場合は、余剰ガス燃焼装置によりバイオ

ガスを燃焼して安全に放出する必要がある。 

余剰ガス燃焼装置のフロー例を図 26に示す。 

ガスホルダー内のガス圧が設定値以上になった場合、作動する設計にする場合が多く、

燃焼状態は炎検出装置により監視し、ガスホルダー内ガスが設定以下に低下すると自動バ

ルブによりバイオガスを遮断し消火する。 

     

 

図 26  余剰ガス燃焼装置のフロー例 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」 

(社)全国都市清掃会議 平成 18年 6月 
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４－６ バイオガス利用設備 

 バイオガスは電力、熱に変換したり、燃料として利用する方法がある。発生量や建   

設場所の条件に基づいて効率的な利用方法を検討する必要がある。 

 

【解説】 

１ 発電機 

(1) ガスエンジン 

ガスエンジンは、発電と同時にコージェネレーションにより温水として排熱回収す

るのが一般的である。発電効率は 30～39%程度で、排熱回収を含めた総合効率は 60～

80%である。 

(2) タービン、マイクロガスタービン 

ガスタービンは、主に大規模発電用として用いられ、排ガスからの熱回収によって

コージェネレーションされる。マイクロガスタービンは、数十 kW程度の小型であり、

騒音・振動対策も容易である等の長所がある。総合効率はガスエンジンとほぼ同等で

ある。 

(3) デュアルフューエルエンジン 

比較的小規模の発電機としてデュアルフューエルエンジンがある。バイオガス専燃

よりも安定した運転ができるといわれており、発電効率も比較的高いが、軽油等の補

助燃料が必要で、補助燃料用のタンク等の付帯設備も必要になり、指定数量を越える

と消防署への届出が必要となる。 

(4) 発電機の運転方法 

想定されるバイオガス発生に基づき選定されるが、運転方法として電力消費の多い

時間帯に稼動させる方法と 24 時間連続運転する方法がある。運転方法により、バイ

オガス貯留設備の容量も変ってくるので留意する。 

(5) メンテナンス 

メンテナンス時には発電できないことから複数台設置するケースもある。また、排

熱回収による熱で発酵槽等を加温している場合は発電機が稼動していない間、熱も回

収できないことから非常用ボイラを設置することが望ましい。その際、燃料としては

バイオガスにするのかその他の燃料（ＬＰＧ等）にするかも検討しておく。定期的な

点検とメンテナンスが必要となるため、その費用、期間、回数について確認しておく。 

(6) 防音対策 

ガスエンジンやガスタービンは騒音が発生するので防音対策が必要となる。規制値

は各地域によって異なるので確認しておく。 

(7) 売電 

売電を行う場合は逆潮流可能な系統連系を行う必要がある。この場合単独運転検出

装置の設置が必要になる。これら必要なコストと売電単価やリスクを勘案し検討する。 



 52 

２ 燃料電池 

燃料電池の特徴は、40％程度と高い発電効率と 80%程度の高い総合効率が得られること

である。また、有害な排気ガスをほとんど発生させないことや低騒音であることなどの長

所が挙げられる。 

課題として長寿命化、低コスト化が残っており、技術開発の進展が望まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

小規模発電（数 10ｋW）  中規模発電（数 100kW）  大規模発電(数 1000kW) 

図 27 発電設備規模別のシステム選定の一例 

出典：「バイオガス化マニュアル」 (社)日本有機資源協会(平成 18年 8月) 

 

表 14 発電＋余熱利用システムに必要な資格の一例・その他 

バイオガス 

利用設備 
必要な資格の一例・その他 

ガスエンジン ・電気主任技術者選任届が必要 

・主任技術者を選任しない場合には不選任承認申請を提出（1,000kW未満） 

ガスタービン ・電気主任技術者選任届が必要 

・主任技術者を選任しない場合には不選任承認申請を提出（1,000kW未満） 

・300kW以上の場合、ボイラータービン主任技術者が必要 

マイクロ 

ガスタービン 

・電気主任技術者選任届が必要 

・主任技術者を選任しない場合には不選任承認申請を提出（1,000kW未満） 

・300kW以上の場合、ボイラータービン主任技術者が必要 

・前処理が必要な場合もある。機種選定にはメーカーとの協議が必要 

燃料電池 ・電気主任技術者選任届が必要 

・主任技術者を選任しない場合には不選任承認申請を提出（1,000kW未満） 

・改質器圧力が 98kPa以上の改質器を有する場合、ボイラータービン主任技

術者が必要 

出典：「バイオガス化マニュアル」 (社)日本有機資源協会  

(平成 18年 8月)より一部抜粋 

マイクロガスタービン 

ガスエンジン 

燃料電池 

ガスタービン 



 53 

３ ボイラ 

ボイラの熱効率は 80～90%が一般的であり、燃料としてはバイオガス単体の他、都市ガ

ス、重油等との混焼もできる。 

 

４ 自動車燃料 

バイオガスを精製することで天然ガス自動車の燃料として利用することができる。その

ためにはメタンの濃縮と濃縮精製ガスの充填が必要となる。 

メタン濃縮技術について表 15に示す。 

 

表 15 メタン濃縮技術の比較 

方式 水洗法 PSA分離法 膜分離法 

分離媒体 高圧水 分子篩活性炭等 高分子膜 

濃縮原理 

水への溶解度の差を

利用しメタンを選択

分離する。 

吸着剤への吸着率の

差を利用しメタンを

分離する。 

分離幕に対する透

過速度の差を利用

しメタンを選択分

離する。 

メタン純度 97%以上 98%以上 98%以上 

メタン収率 98％程度 80～85%程度 55～65％程度 

出典：「バイオガス化マニュアル」(社)日本有機資源協会 (平成 18年 8月) 

 

濃縮したメタンガス（精製ガス）を自動車に充填するため、ガスステーションが必要と

なる。 

天然ガス自動車への充填には、20MPaを越える圧力で分単位の短時間で充填する方式（急

速充填方式）と 1MPa未満の圧力で数時間かけて充填する方式（長時間充填方式）がある。 

急速充填方式は熱量調整装置、ガスホルダー、圧縮機、蓄圧ボンベ、ディスペンサー等

で構成される。この方式の場合は、高圧ガス保安法が適用され、法定点検と資格者の常駐

が必要となる。一方、長時間充填方式は高圧ガス保安法の適用範囲外であること等から維

持管理費低減の観点でメリットがある。 
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４－７ 発酵残さ処理設備 

 発酵残さは脱水処理し、脱水残さは、堆肥として利用もしくは焼却処理される。受け

入れ先（堆肥化施設や焼却施設）の条件や経済性を確認し、仕様を検討する必要がある。 

 脱水ろ液は分離水処理設備により、放流先の基準に適合するまで処理し放流する。放

流先の受入水質に留意する必要がある。 

 

【解説】                        

 発酵残さ 

 

 

 

図 28 発酵残さ処理のフロー例 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」 

(社)全国都市清掃会議 平成 18年 6月 

 

○  脱水残さの受け入れ先や処理水の放流先が確保されない限り、メタンガス化施設は

機能しないので、設置場所の選定においては、これらのことを十分考慮して検討するこ

とが必要となる。 

○  発酵残さは、受け入れる処理対象物によって変動するのでそれらを考慮し、脱水と

分離水の処理方式と処理規模を検討する必要がある。 

○  堆肥として利用する場合、プラスチックなどの異物の混入があると受入れない場合

が多い。また、堆肥は余剰気味である地域も多いことから、堆肥利用を候補にする場合

は、堆肥の現在の利用状況や長期的な需要の見通し等を十分把握しておく必要がある。 

脱水残さ 

脱水ろ液 

残さ貯留設備 脱水設備 

分離水処理設備 焼却設備 

堆肥化設備 
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１ 脱水設備 

各種脱水機の特徴を表 16に示す。 

 

表 16 各種脱水機の特徴 

 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」 

(社)全国都市清掃会議 平成 18年 6月 

 

脱水残さの水分量（含水率）は、脱水機の種類、発酵残さの性状等多くの因子により変

動する。従って、脱水機の機種選定では、脱水残さの再利用方法に基づき、運転管理性や

経済性等を考慮して判断する必要がある。 
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２ 分離水処理設備 

分離水処理設備は、メタン発酵残さの脱水ろ液の処理が主であるが、その他に脱臭設備

の排水やごみ汁、受入設備の洗浄水等(以下、脱水ろ液等)も処理対象になる。 

脱水ろ液は、多量の有機物、アンモニア性窒素やリン酸等を含むため、生物学的脱窒素

処理および必要に応じて、高度処理を組み合わせて放流先の受入基準まで処理する。 

(1) 生物学的脱窒素処理 

BODおよび窒素を同時に処理する活性汚泥形式の処理法である。図 29に本方式の代

表的な硝化液循環法の処理フロー例を示す。 

 

 

図 29 生物学的脱窒素法（硝化液循環法）の処理フロー例 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」 

(社)全国都市清掃会議 平成 18年 6月 

 

(2) 高度処理 

高度処理設備は、生物学的脱窒素処理方法等では基準を満たせないときに設ける。

一般的には、①凝集分離処理設備、②オゾン酸化処理設備、③砂ろ過処理設備、④活

性炭吸着処理設備等がある。 

脱水分離水は、処理水質の受入基準が厳しくなるほど、多くのエネルギーと費用が

かかる。 

処理水は下水道流域下では、下水管へ放流し、それ以外では公共用水域へ放流する。

河川に放流する場合は、放流先の環境影響への配慮とともに、より高度な処理が必要

であり、特に COD除去は技術的には可能であるが、かなりの維持管理費がかかること

になることを留意しておく必要がある。 

脱水ろ液等が少ない場合には、併設する焼却施設の排水処理設備との共用により、

コスト縮減が可能となる場合がある。 
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４－８ 脱臭設備 

 処理方式には主に酸化分解を利用する燃焼方式、生物の分解力を利用した生物脱臭、

溶解度を利用した水・薬液洗浄、吸着力を利用した活性炭脱臭がある。 

 

【解説】 

○  主な臭気の発生源としては、受入設備、発酵残さ処理設備である。臭気は拡散する

と捕集することが難しくなるため、臭気が発生するエリアは極力密閉構造にすることが

望ましい。必要最小限の風量で高濃度に捕集できるよう考慮する。 
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表 17 脱臭処理技術一覧表 

処理法 概   要 長   所 短   所 

燃

焼

法 

直接燃焼法 

・高温で加熱し、無害の炭

酸ガスと水に酸化分解し

て脱臭。 

 

・広範囲の有機溶剤を脱臭し得

る。脱臭効率の経年劣化は 

ない。 

・廃熱回収しなければ運転費が 

高価。 

・アルカリ性臭気ガスは分解困難。 

・Ｓ含有物がある場合はSOXが発生。 

・NOXの発生。 

触媒燃焼法 

・触媒によって低温で酸化

分解して脱臭。 

・直接燃焼法より運転費が 

安い。 

・NOX発生少ない。 

・設備費が高く、大風量の脱臭は 

困難。 

・触媒劣化物質が含まれている時 

対策が必要。 

化

学

的

方

法 

薬液洗浄法 

・化学反応によって臭気成

分を分解。 

・悪臭物質の種類によって

酸、アルカリ、酸化剤水溶

液等が使用される。 

・設備費が安価。 

・ミスト・ダストも同時処理し

得る。 

・ガスの冷却効果がある。 

・廃水処理が必要。 

・薬液濃度調整や計器点検等日常 

管理がシビアに必要。 

・薬品に対する安全対策、装置の 

腐食対策が必要。 

物

理

的

方

法 

水洗法 

・悪臭成分を水に溶け込ま 

せる。 

・装置が比較的簡単、運転費は

安価。 

・薬品を使用しないので安全。 

・溶解度の小さいガスには効果小。 

・大量の水が必要で排水処理を必

要とする場合がある。 

活性炭 

吸着法 

・活性炭の微細孔やこれに

添着した薬剤により臭気

ガスを吸着させる｡ 

・歴史が古く実績大。 

・装置も簡単であり、特別な維

持管理は不要。 

・水分により吸着能が低下。 

・イニシャル，ランニングコスト

とも高価。 

生 

物 

脱 

臭 

法 

土壌脱臭法 

・悪臭を土壌に通風して土

壌中の微生物によって分

解脱臭。 

・運転費が非常に安価 

・維持管理が容易。 

・土壌の上層は花畑等、緑地に

利用し得る。 

・処理し得る悪臭物質に制限が 

ある。 

・高濃度臭気には不適。 

・降雨時に通気抵抗が大きくなり、

リークが生じる。 

充填搭式 

・微生物をつけた担体を充

填した塔に通風し、微生物

によって分解脱臭。 

・装置がコンパクト。 

・維持管理が容易。 

・運転費が非常に安価。 

・処理し得る悪臭物質に制限が 

ある。 

・微生物の馴致期間が必要。 

・酸性廃液処理が必要な場合が 

ある。 

活性汚泥 

処理法 

・悪臭を水に溶解させ、そ

の水溶液を微生物により

分解脱臭。 

・曝気槽があれば特別な装置は

不要。 

・運転費が非常に安価。 

・曝気槽を別に設置する必要が 

ある。 

・曝気槽のもつ臭気が残る。 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006改訂版」(社)全国都市清掃会議 平成 18年 6月 
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第５章 メタンガス化施設の運転管理上の留意点 

５－１ 臭気対策 

 臭気は一度拡散すると捕集することが困難なことから、外部に漏れないよう発生源は出

来る限り密閉構造にする必要がある。 

 

【解説】 

○  生ごみは、水分量が多く有機性であるため腐敗が早く悪臭も強い。プラットホームの

出入り口や受入ホッパには開閉シャッターを設け、出来るだけ密閉構造にする。 

○  受入部分は負圧構造にして臭気の拡散を防止する。 

○  出来るだけ最小限のガス量を高濃度で吸引できるようにする。 

○  メタン発酵槽は密閉構造であることから、臭気対策については対象外である。 

 

５－２ 維持管理コストの抑制 

 維持管理コストの抑制には 

 ・将来の処理量を見据えた施設規模を設定すること 

 ・地域特性に適した回収体制および前処理方式（分別収集と機械選別）にすること 

等が挙げられる。 

 

【解説】 

○  家庭の生ごみの減少傾向の現状や将来の人口の増減を考慮し施設規模を設定する必

要がある。 

○  前処理設備では、その設備能力を高めるほど、消費電力が増大するので、受入れる

生ごみの性状や回収体制を踏まえた上で、最適な機器選定を行う必要がある。 

○  要求する条件によっては、分離水処理設備での消費電力費や薬剤費、バイオガス利

用設備での消耗品費や定期点検費にコストがかかる可能性がある。従って、検討時に

十分調査し、概算費用を把握しておく必要がある。 
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５－３ 搬入量の季節変動の対応 

 年間を通した搬入量の変動を把握し、処理規模を設定しなくてはならない。搬入量が増

大する時は、主に次の時期である。 

 ・盆明け 

 ・年始 

 ・観光時期の週明け 

地域特産物のある地域は、収穫時期に量が増加するとともに、その影響で処理対象物の質

の変動も考えられるので留意する必要がある。 

 

【解説】 

○  搬入量が増加する時は、前処理設備の稼働率を上げ対応するか、焼却施設での処理

によって対応する等が挙げられる。 
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５－４ 安定稼働をする上での留意事項 

１ 処理対象物が年間を通して均質でかつ定量的に搬入されることが望ましい。また、異

物の混入を抑制することも必要である。 

２ メタン発酵処理における安定運転のための管理指標は、以下の通りである。 

①pH、②温度、③有機酸、④アンモニア、⑤アルカリ度、⑥硫化水素、⑦滞留時間、

⑧ガス発生量、⑨メタン濃度 

 

【解説】 

○  管理指標項目の概要を表 18示す。 

 

表 18 メタン発酵処理運転管理指標 

区   分 概               要 

①ｐＨ 

 メタン生成菌はほぼ中性付近の pHを好み、メタン発酵の最適 pHは 6.8～7.6である。

生ごみ等のメタン発酵においてはアンモニア性窒素濃度が比較的高いので、ｐＨは一般

的に 7.2～8.0の範囲にある。 

②温度 

 メタン発酵は、操作温度域により中温の 35℃前後、高温の 55℃前後で行われている。

高温発酵は加水分解率や病原性微生物の死滅率が高く、発酵速度が速くて高負荷を実現

しやすい反面、アンモニア阻害を受けやすい。それに対して、中温発酵は分解速度が遅

いもののアンモニア阻害を受けにくく、細菌構成が豊かであり、安定性がある。 

③有機酸 

 メタン発酵の中間生成物として有機酸が生成されるが、速やかにメタン生成に利用さ

れるので通常有機酸の濃度は低い。このため、有機酸の挙動把握により、メタン発酵槽

の状況を知ることができる。 

④アンモニア 

 メタン発酵においてタンパク質の分解に伴いＮＨ4
＋が生成する。このＮＨ4

＋はメタン生

成菌増殖の栄養成分になるなど不可欠な成分であるが、濃度が高くなると有機酸の蓄積

やメタン生成速度の低下などメタン発酵阻害が起こる。アンモニアの一時的な阻害は、

pHの調整や希釈で回復する。 

⑤アルカリ度 

 アルカリ度は酸を中和する溶液の容量を示す指標であり、メタン発酵プロセスの安定

性に関わる。一般的に投入ＴＳ濃度が 10％程度の場合、総アルカリ度は 5,000～

10,000mg/Lの範囲にある。 

⑥硫化水素 

 メタン発酵において、原料中の硫黄成分が硫化水素Ｈ2Ｓの生成をもたらす。バイオガ

ス中の硫化水素濃度は、数百 ppm から数千 ppm の範囲で変化する。濃度が高くなると、

バイオガスの品質を低下させるだけでなく、メタン発酵を阻害する場合がある。 

⑦滞留時間 

 滞留時間は、有機物の分解率と運転の安定度に影響を及ぼすだけでなく、投入負荷と

も関連する重要な指標である。高い分解率を得るには滞留時間を長くする必要があり、

一般的には 15日程度以上とする。 

⑧ガス発生量 
 ガス発生量は、処理対象物の量・質に直接影響を受けるが、メタン生成菌等の活性が

弱くなるにつれてガス発生量も少なくなる。 

⑨メタン濃度  バイオガス中のメタン濃度の急激な低下はメタン発酵の阻害と連動する場合が多い。 

出典：「メタン発酵情報資料集 2006」   

（財）廃棄物研究財団 メタン発酵研究会 （平成 18年 4月）より改変 
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５－５ エネルギー回収・利用をする上での留意事項 

１ 回収したバイオガスには種々の不純物が含まれている。後段のバイオガス利用設備に

応じた処理を行う必要がある。 

２ バイオガスの貯留に関しては、 

・設置場所 

・安全対策 

 等について留意する。 

３ バイオガス利用設備については、 

  ・定期点検、メンテナンス時の対応 

  ・コジェネレーションで回収した熱の利用方法 

 等について検討しておく必要がある。 

 

【解説】 

○  バイオガスには不純物が存在し、バイオガス利用設備によっては故障の原因になる

ため許容濃度まで除去しなくてはならない。利用設備ごとの制限濃度例は表 13を参照

のこと。 

○  バイオガスの引火性を考慮し、貯留設備の設置場所については、火気や高圧電気を

使用する設備には近づけないようにする。また、衝突の可能性があるため搬入車両の

動線や延長線上への設置は極力はずす等の配置が必要になる。 

○  余剰なバイオガスは大気放散させずにフレアスタック等で燃焼させて適切に処理す

る必要がある。 

○  定期点検やメンテナンス時に対応すべく、バイオガス利用設備を複数台設置する等

の検討をしておく必要がある。 

○  回収した熱を利用しきれないことが多い、隣接もしくは近隣の施設への供給等利用

方法について検討しておく必要がある。 
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 参-1 

メタンガス化施設稼働状況（国内） 

 

施設概

要 

施設名称 北空知衛生センター 

設置場所 北海道深川市一已町字一已 1863 

事業主体 北空知衛生センター組合 （運転は委託） 

問合せ先 ＴＥＬ：0164-23-3584、ＦＡＸ：0164-23-3585 

処理能力 16ｔ/日 （1 系列） 

処理方式 膜型メタン発酵システム（湿式、高温発酵） 

処理対象物 家庭系・事業系生ごみ 

施工者 クボタ・原田・道央共同企業体 

システムフロー （別紙のとおり） 

エネルギー回収方

式 

ピュアガスエンジンによる発電・熱回収 （発電能力 47ｋW×2 基） 

蒸気ボイラーによる熱回収 （ボイラー能力 300ｋｇ/ｈ×1 基） 

施設での利用が主体 

残渣等の処理方式 

分別残渣：焼却、埋立 

発酵残渣：脱水後焼却 

排水：処理後下水道放流 

建築面積 780 m2 （管理棟、バイオガス貯留設備は含まず） 

総事業費 928,790 千円 （管理棟含まず） 

処理実

績 

(17 年度) 

処理量（搬入量） 3,283ｔ/年 （計画量の 95％） 

バイオガス回収量 351,736Ｎｍ3/年 （メタン濃度 72％） 

エネルギー収支 

発電量：482,153ｋＷｈ/年 （処理量あたり：147ｋＷｈ/ごみｔ） 

電気使用量：862,481ｋＷｈ/年 （処理量あたり：263ｋＷｈ/ごみｔ） 

発電量/電気使用量：56％ 

資源化量 － 

残渣処分量 
分別残渣：655ｔ/年 （処理量あたり：0.20ｔ/ごみｔ） 

発酵残渣：293ｔ/年（含水率 76％） （処理量あたり：0.89ｔ/ごみｔ） 

年間維持管理費用 

人件費（委託管理業者分）：27,100 千円/年 

電力費：6,203 千円/年 

上水道費：1,156 千円/年 

下水道費：846 千円/年 

燃料費：186 千円/年 

薬品費・消耗品費：6,178 千円/年 

残渣処分費：10,545 千円/年 

点検補修費・外注費：6,339 千円/年 

（合計）58,553 千円/年 （処理量あたり 17.8 千円/ごみｔ） 

施設概要 ： 財団調べ 

処理実績 ： 北海道中北空知地域の生ごみ分別収集とバイオガス化施設の維持管理費、八村幸一・古市徹・

谷川昇・石井一英・米通猛・二階堂匠、第 17回廃棄物学会研究発表会講演論文集 2006，p487-489 

 

参考資料１ 



 参-2 

 



 参-3 

 

施設概

要 

施設名称 リサイクリーン 

設置場所 北海道滝川市東滝川 760-1 

事業主体 中空知衛生施設組合 （運転は委託） 

問合せ先 ＴＥＬ：0125-75-3800、ＦＡＸ：0125-75-3801 

処理能力 55ｔ/日 （3 系列） 

処理方式 ＲＥＭシステム（湿式、中温発酵） 

処理対象物 家庭系・事業系生ごみ 

施工者 三井鉱山株式会社（現：三井造船株式会社） 

システムフロー （別紙のとおり） 

エネルギー回収方

式 

デュアルフュエルエンジンによる発電・熱回収 （発電能力 80ｋW×

5 基） 

蒸気ボイラーによる熱回収  

施設での利用及び余剰電力は売電 

残渣等の処理方式 

分別残渣：焼却、埋立 

発酵残渣：堆肥化利用 

排水：処理後河川放流 

建築面積 5,300 m2 （管理棟、バイオガス貯留設備は含まず） 

総事業費 1,720,000 千円 （管理棟含まず、汚泥堆肥化設備含む） 

処理実

績 

(16 年度) 

処理量（搬入量） 8,352ｔ/年 （計画量の 60％） 

バイオガス回収量 947,527Ｎｍ3/年 （メタン濃度 53％） 

エネルギー収支 

発電量：1,617,115ｋＷｈ/年 （処理量あたり：194ｋＷｈ/ごみｔ） 

電気使用量：2,223,450ｋＷｈ/年 （処理量あたり：266ｋＷｈ/ごみｔ） 

発電量/電気使用量：73％ 

資源化量 堆肥：388ｔ/年（含水率 40％） （処理量あたり：0.05ｔ/ごみｔ） 

残渣処分量 分別残渣：1,587ｔ/年 （処理量あたり：0.19ｔ/ごみｔ） 

年間維持管理費用 

人件費（委託管理業者分）：47,614 千円/年 

電力費：11,403 千円/年 

電力費（売電）：▲255 千円/年 

上水道費：0 千円/年 （井水利用） 

下水道費：0 千円/年 （河川放流） 

燃料費：9,545 千円/年 

薬品費・消耗品費：46,868 千円/年 

残渣処分費：18,384 千円/年 

堆肥販売費：▲9 千円/年 

点検補修費・外注費：35,005 千円/年 

（合計）168,555 千円/年 （処理量あたり 20.2 千円/ごみｔ） 

施設概要 ： 財団調べ 

処理実績 ： 北海道中北空知地域の生ごみ分別収集とバイオガス化施設の維持管理費、八村幸一・古市徹・

谷川昇・石井一英・米通猛・二階堂匠、第 17回廃棄物学会研究発表会講演論文集 2006，p487-489 

 

 



 参-4 

 



 参-5 

 

施設概

要 

施設名称 クリーンプラザくるくる 

設置場所 北海道砂川市西 8 条北 22 丁目 127-6 

事業主体 砂川地区保健衛生組合 （運転は委託） 

問合せ先 ＴＥＬ：0125-53-5353、ＦＡＸ：0125-53-5354 

処理能力 22ｔ/日 （2 系列） 

処理方式 メタクレスシステム（湿式、高温発酵） 

処理対象物 家庭系・事業系生ごみ 

施工者 鹿島・北谷・林組共同企業体 

システムフロー （別紙のとおり） 

エネルギー回収方

式 

マイクロガスタービンによる発電・熱回収 （発電能力 30ｋW×4 基） 

温水ボイラーによる熱回収 

施設での利用及び余剰電力は売電 

残渣等の処理方式 

分別残渣：焼却 

発酵残渣：土壌改良材利用 

排水：処理後下水道放流 

建築面積 2,567 m2 （管理棟、バイオガス貯留設備は含まず） 

総事業費 957,264 千円 （管理棟含まず、汚泥乾燥設備含む） 

処理実

績 

(17 年度) 

処理量（搬入量） 3,633ｔ/年 （計画量の 66％） 

バイオガス回収量 590,723Ｎｍ3/年 （メタン濃度 65％） 

エネルギー収支 

発電量：753,469ｋＷｈ/年 （処理量あたり：207ｋＷｈ/ごみｔ） 

電気使用量：895,697ｋＷｈ/年 （処理量あたり：247ｋＷｈ/ごみｔ） 

発電量/電気使用量：84％ 

資源化量 土壌改良材：47ｔ/年（含水率 30％） （処理量あたり：0.01ｔ/ごみｔ） 

残渣処分量 分別残渣：363ｔ/年 （処理量あたり：0.10ｔ/ごみｔ） 

年間維持管理費用 

人件費（委託管理業者分）：11,548 千円/年 

電力費：8,452 千円/年 

電力費（売電）：▲11 千円/年 

上水道費：0 千円/年 （井水利用） 

下水道費：1,684 千円/年 

燃料費：0 千円/年 

薬品費・消耗品費：3,371 千円/年 

残渣処分費：6,545 千円/年 

点検補修費・外注費：13,020 千円/年 

（合計）44,609 千円/年 （処理量あたり 12.3 千円/ごみｔ） 

施設概要 ： 財団調べ 

処理実績 ： 北海道中北空知地域の生ごみ分別収集とバイオガス化施設の維持管理費、八村幸一・古市徹・

谷川昇・石井一英・米通猛・二階堂匠、第 17回廃棄物学会研究発表会講演論文集 2006，p487-489 
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メタンガス化施設稼働状況（海外） 

No ① ② ③ ④ 

設置場所 
バイエルン州パッサウ 

ドイツ 

ミュンヘン 

ドイツ 

ヴァルデンーロックヴァイラ

ー 

ドイツ 

バルセロナ  

スペイン 

処理量 110t/日 71ｔ/日 55ｔ/日 411ｔ/日 

処理方式 コンポガス方式 

乾式メタン発酵 

高温発酵 

コンポガス方式 

乾式メタン発酵 

高温発酵 

ＲＥＭシステム 

湿式メタン発酵 

中温発酵 

リンデ方式 

湿式メタン発酵 

中温発酵 

処理対象物 

生ごみ 

食品廃棄物 

事業系廃棄物、 

エネルギー作物 

家庭系・事業系生ごみ 

剪定枝 

家庭系・事業系生ごみ 家庭系・事業系生ごみ 

施工者 KOMPOGAS 社（スイス） KOMPOGAS 社（スイス） BTA社（ドイツ） Linde-KCA-Dresden 社（ドイツ） 

エネルギー回収方式 
ガスエンジンによる 

発電および熱回収 

ガスエンジンによる 

発電および熱回収  

ガスエンジンによる 

発電および熱回収  

ガスエンジンによる 

発電および熱回収 

発酵残さ等の処理方式 
コンポスト＋液肥 

コンポスト＋液肥 コンポスト＋液肥 トンネルコンポスト＋排水処

理 

注 1）メーカー資料提供による。 

注 2）処理量は年間処理量を 365日/年にて換算。 
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メ タ ン 発 酵 処 理 に 関 す る 経 済 性 の 検 討 例 

   出典）第５回生ごみ等３Ｒ検討会でのデータ 

 

焼却施設との組合せ処理の検討事例 

 １．検討条件  

次の 2 つの処理方法について、経済性を比較検討 

 ① 従来型として都市ごみ全量を焼却処理する場合 

 ② 都市ごみ中の生ごみをメタン発酵処理し、残りの可燃ごみを焼却処理する場合 

 

比較検討に当たっての条件等 

◆ 経済性評価上、処理規模による影響が大きいため、中規模（人口６万人）と大規

模（人口 30 万人）に分けて比較検討した。 

 施設内容 中規模施設 大規模施設 

① 全量焼却 焼却設備 60 ﾄﾝ/日 300 ﾄﾝ/日 

②  メタン発酵と焼

却 

焼却設備 

メタン発酵設備 

42 ﾄﾝ/日 

18 ﾄﾝ/日 

210 ﾄﾝ/日 

90 ﾄﾝ/日 

◆ その他の前提条件 

・都市ごみ中の生ごみ比率は両施設とも 30％（重量比）と設定。 

・焼却設備はガス化溶融炉と仮定し、飛灰は埋立処分し溶融は行わない。 

・メタン発酵と焼却の併用処理の場合、メタン発酵後の脱水ケーキは焼却設備で処

理、ろ液は排水処理後、下水道放流する。 

・都市ごみの発熱量は 8,200kJ/kg（1,962kcal/kg）、生ごみを除いた都市ごみと脱水

ケーキの混合物の発熱量は 9,335kJ/kg（2,233kcal/kg）とする。 

（日本環境衛生センター発行 「Fact Book 2000」 東京都（区部）参照 等） 

参考資料３ 
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 ２．検討結果  

（１）発電量の比較   

○ メタン発酵により高含水率の生ごみから効率よくエネルギーを回収できるため、

中規模、大規模いずれにおいても、メタン発酵＋焼却の併用処理の方が発電量は多

くなる。 

表 1 １日あたり発電量の比較（中規模ごみ処理施設の場合） 

 
① 全量焼却 

② メタン発酵＋焼却 

メタン発酵 焼却 合計 

総発電量 0kWh 3,653 kWh 0kWh 3,653kWh 

所内消費電力 18,408kWh 2,774 kWh 15,000kWh 17,774kWh 

売電量 -18,408kWh 
879 kWh 

-15,000kWh 
-14,121kW

h 

※60 ﾄﾝ/日規模の焼却設備での発電は現実的でなく、発電は行わないものとしている。 

表 2 １日あたり発電量の比較（大規模ごみ処理施設の場合） 

 ① 全量焼却 
② メタン発酵＋焼却 

メタン発酵 焼却 合計 

総発電量 101,064kWh 18,269kWh 84,663kWh 102,932kWh 

所内消費電力 65,184kWh 9,266kWh 46,639kWh 55,905kWh 

売電量 35,880kWh 9,003kWh 38,024kWh 47,027kWh 
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（２）運転費の比較 

 ◆ 試算結果には減価償却費、起債金利、保守点検費等は含んでいない。 

 

○ 60 ﾄﾝ/日の全量焼却処理とメタン発酵＋焼却の併用処理の運転費は、ほぼ同額とな

る。 

○ 300 ﾄﾝ/日の全量焼却処理とメタン発酵＋焼却の併用処理の運転費では、併用処理

のほうが契約電力の低減と売電収入の増加により用役費が改善され、安価となる。 

 

      表 3 運転費の比較（中規模ごみ処理施設の場合）   ［単位：円/ごみﾄﾝ］ 

 

運転費 
① 全量焼却 

② メタン発酵＋焼却 

メタン発酵 焼却＊1 全体＊2 

 施設規模 60 ﾄﾝ/日 18 ﾄﾝ/日 42 ﾄﾝ/日 60 ﾄﾝ/日 

電力  3,607  129  4,273  3,030 

燃料  389  －  330  231 

上水  373  71  487  362 

下水道  －  98  －  29 

薬品類  1,131  1,000  1,508  1,356 

人件費  7,991  2,131  10,959  8,311 

合計  13,491  3,429  17,557  13,319 

＊ 1…脱水ケーキを含む。 

＊ 2…加重平均値を示す。 

 

       表 4 運転費の比較（大規模ごみ処理施設の場合）  ［単位：円/ごみﾄﾝ］ 

 

運転費 
① 全量焼却 

② メタン発酵＋焼却 

メタン発酵 焼却＊1 全体＊2 

 施設規模 300 トン/日 90 トン/日 210 トン/日 300 トン/日 

電力  -660  -667  -1,667  -1,367 

燃料  82  －  118  83 

上水  160  53  203  158 

下水道  －  89  －  27 

薬品類  866  1,000  1,109  1,076 

人件費  1,726  639  2,466  1,918 

合計  2,174  1,114  2,229  1,895 

負数は収入を示す。 

＊ 1…脱水ケーキを含む。 

＊ 2…加重平均値を示す。 
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（３）二酸化炭素削減量の比較 

 ◆ 二酸化炭素の削減量は下記の合計とした。 

① 生ごみを除外して焼却する場合に助燃剤使用量が低下することに伴う二酸化炭

素の発生削減量 

②  メタン発酵施設等から得られる余剰電力を売電することによって、既存発電施設

の負荷減少に伴う二酸化炭素の発生削減量 

 

○ 中規模、大規模いずれにおいても、メタン発酵＋焼却の併用処理の方が二酸化炭素

削減量は多くなる。 

表 5  CO2排出削減量（中規模ごみ処理施設の場合） 

項     目 単    位 
60 ﾄﾝ/日 18 ﾄﾝ/日 メタン発酵 

全量焼却 + 42 ﾄﾝ/日 焼却 

売電量 (A) kWh/年 0 320,835 

売電による既存発電施設 
ﾄﾝ-CO2/年 0.0 127.7 

CO2排出削減量 (B=A×3.98×10-4) 

助燃剤（灯油）使用量 (C) kℓ /年 284.0 240.0 

施設CO2排出量 (D=C×2.49) ﾄﾝ-CO2/年 707.2 597.6 

CO2排出削減量 (E=B-D) ﾄﾝ-CO2/年 -707.2 -469.9 

注1） 売電により既存発電施設で削減できる CO2排出量の原単位を 3.98×10-4 ﾄﾝ-CO2/kWh とした。 

   （地球温暖化対策の推進に関する法律施行令による） 

注2） 灯油使用時の排出係数を 2.49 ﾄﾝ-CO2/kℓ とした。 

   （地球温暖化対策の推進に関する法律施行令による） 

 

表 6  CO2排出削減量（大規模ごみ処理施設の場合） 

項     目 単    位 
300 ﾄﾝ/日 90 ﾄﾝ/日 メタン発酵 

全量焼却 + 210 ﾄﾝ/日 焼却 

売電量 (A) kWh/年 13,096,200 17,164,490 

売電による既存発電施設 
ﾄﾝ-CO2/年 5,212.3 6,831.5 

CO2排出削減量 (B=A×3.98×10-4) 

助燃剤（灯油）使用量 (C) kℓ /年 299.3 303.0 

施設CO2排出量 (D=C×2.49) ﾄﾝ-CO2/年 745.3 754.5 

CO2排出削減量 (E=B-D) ﾄﾝ-CO2/年 4,467.0 6,077.0 

注1） 売電により既存発電施設で削減できる CO2排出量の原単位を 3.98×10-4 ﾄﾝ-CO2/kWh とした。 

   （地球温暖化対策の推進に関する法律施行令による） 

注2） 灯油使用時の排出係数を 2.49 ﾄﾝ-CO2/kℓ とした。 

   （地球温暖化対策の推進に関する法律施行令による） 
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【参考】 

１ 中規模ごみ処理施設の場合の処理フローと物質収支 

 ① 都市ごみ全量を焼却 

 

 

 

 

 

 

 ② 都市ごみ中の生ごみをメタン発酵処理、その他可燃ごみを焼却処理 

 

 

 

 

 

 

２ 大規模ごみ処理施設の場合処理フローと物質収支 

 ① 都市ごみ全量を焼却処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電量
処理量 3,653 kWh
生ごみ 18 ﾄﾝ
その他可燃ごみ 42 ﾄﾝ
処理量合計 60 ﾄﾝ 脱水ケーキ

6.0 ﾄﾝ

ろ液
24.0 ﾄﾝ

下水道放流
11.8 ﾄﾝ

プロセス水
12.2 ﾄﾝ

排水処理

焼却設備 埋立

メタン発酵設備

ガス発生量

1,971 Nm
3
/日

固液分離
18 ﾄﾝ

42 ﾄﾝ

処理量
生ごみ 90 ﾄﾝ
その他可燃ごみ 210 ﾄﾝ
処理量合計 300 ﾄﾝ

発電量
101,064 kWh

焼却設備 埋立

処理量
生ごみ 18トン
その他可燃ごみ 42トン

処理量合計 60トン

焼却設備 埋立



参-13 

 

② 都市ごみ中の生ごみをメタン発酵処理、その他可燃ごみを焼却処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電量
処理量 18,269 kWh
生ごみ 90 ﾄﾝ
その他可燃ごみ 210 ﾄﾝ
処理量合計 300 ﾄﾝ 脱水ケーキ

30.2 ﾄﾝ

ろ液
119.7 ﾄﾝ

下水道放流
53.4 ﾄﾝ

固液分離

66.3 ﾄﾝ

排水処理

焼却設備

発電量
84,663 kWh

埋立

プロセス水

メタン発酵設備

ガス発生量

9,832 Nm3/日

90 ﾄﾝ

210 ﾄﾝ


